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� Ⅰ．巻頭言

巻頭言
Preface 

岸井隆幸 1�
By Takayuki KISHII

昨年2022年は鉄道開業から150年、記念シンポジウムなど様々なイベントが展開された。また、今年
2023年は関東大震災から100年、メディアでも防災に関する話題が頻繁に登場している。別に99年でも
101年でも同じだろうが、と思いつつも「区切りの良い周年」が来ると不思議に心が動かされる。
我々の人生にも「誕生日（周年）」を節目とした様々な仕掛けがある。子供の健やかな成長を祝うのは

七五三。最近までは20歳、今は18歳で成人を祝う。結婚すれば25年で銀婚式、50年で金婚式。一方で厄
災が多く降りかかるとされる「厄年」もある。これは男女で異なり、本厄は男性は25歳、42歳、61歳、女
性が19歳、33歳、37歳、61歳とされている。また、めでたく100歳を迎えると「紀寿」あるいは「百寿」
と呼ばれるお祝いがあるが、実は99歳でも「白寿」がある。長寿を寿ぐのは何回あってもよいのであろう。
さらに、不帰の客となった後は、仏式であれば7回忌や13回忌といった法事が執り行われる。こうしてみる
と、どうも人間は根っから「周年」に弱いと言わざるを得ない。

我々の組織、一般財団法人計量計画研究所（IBS）が誕生したのは1964年7月15日。したがって今年は
設立から59年、いよいよ来年は60歳（60周年）を迎えることになる。この60という区切りは人生では「還
暦」と呼ばれ、私自身も研究室で赤いチャンチャンコを着せられた覚えがある。いうまでもないが、還暦は
「甲・乙・丙・・・」の十干と干支の十二支の組み合わせが一巡することから「生まれたときと同じ暦に還る」ま
で長生きしたことをお祝いするものである。100年前の平均寿命は45歳を下回っていたから60歳まで生き
るというのは、平均寿命が80歳を超える現代で100歳を迎える以上の重みがあったのであろう。
IBSもこのめでたい「還暦」を契機に（あるいは61歳の厄年を迎えるにあたり）、今一度、次の時代に向

かって組織の在り方・働き方を考えてみたいと思う。単純！という声もあろうが「区切りの良い周年」を様々
に活用するのは、時の流れや自らの変化を意識させる人間の知恵の産物である。

暦が一回りしたのであるから今一度初心に帰ってもよいのだが、実は今年度、当研究所の職員は100名を
超えるに至っている。設立当初の職員数はわずか14名であるので、7倍増といえる。当然、大きくなれば大
きくなったで、これまでにはない「新しい壁」が出てくる。「新しい壁」を乗り越えるには、何かこれまでと違
う「新しい知恵」がいる。
浅草おかみさん会理事長の冨永照子さんは、世の中は変わるが、変わらないのが「義理と人情と心意気」で

あり、壁を乗り越えるには「勇気・やる気・元気」だという。いかにも浅草らしい考え方である。一方、大阪
のコラムニスト小杉なんぎんさんは「越えられへん壁は穴をあけたらええ」という。「わからんことはロマン
やということにしとけ」、困ったら「座る場所変えてみたらどうや」。「京都人は過去を生きるんや、神戸人は
未来を生きるんや。そんで大阪人は朝から晩まで生きるんや」、これが大阪人の流儀だという。こちらも頷く
ところがある。
IBSも、IBSの流儀で次の時代を切り拓く新たな知恵を出したい。
ちなみに私は神戸生まれである。大阪とは違う！未来を生きるんや！

1一般財団法人計量計画研究所　代表理事　博士（工学）





Ⅱ
研究論文
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� Ⅱ．研究論文

1交通・社会経済部門　グループマネジャー　博士（工学）　2都市地域・環境部門　研究員　3交通・社会経済部門　研究員
4交通・社会経済部門　情報員　5交通・社会経済部門　主幹研究員兼グループマネジャー　博士（工学）

オールド・ニュータウンからスマート・ニュータウンへ 
〜高蔵寺ニュータウンにおけるモビリティのリ・デザイン〜
Mobility Re-design in Kozoji New Town: From “OLD” New Town to “SMART” New Town

萩原　剛 1　木全淳平 2　羽佐田紘之 3　水野杏菜 3　菅原智子 4　北村清州 5

By Go HAGIHARA, Junpei KIMATA, Hiroyuki HASADA, Anna MIZUNO, Tomoko SUGAHARA, and Seishu KITAMURA

●1 はじめに

我が国の都市・地域が直面する様々な社会課題に対

し、ICTをはじめとする新技術や各種データを活用し

て解決をめざす「スマートシティ」の取り組みが、近年

国内外で進められている。

日本の戦後高度成長を支えた大規模住宅地であり、

千里ニュータウン、多摩ニュータウンとともに日本

三大ニュータウン1）の1つに数えられる愛知県春日井

市の高蔵寺ニュータウンにおいても、少子高齢化や

ニュータウン独特の地形条件、人口減少等により、

様々な社会課題が生じている。このような課題を抱え

たニュータウンは、しばしば「ニュータウンのオールド

タウン化」、「オールド・ニュータウン」と呼ばれ、全国

各地で早急な課題対応が求められている。

春日井市をはじめとした関係主体は、その中でも主

に「モビリティ」の課題に着目し、これに対応するた

め、スマートシティの取り組みを含めさまざまな取り

組みを行ってきた。本稿では、その一環として2022

年度に実施した「モビリティポート」による交通結節点

のスマート化の実証実験について紹介する。この実証

実験は、高蔵寺ニュータウンの交通課題解決をめざし

た産学官連携組織「春日井市未来技術地域実装協議会」

の専門部会として設置された「高蔵寺スマートシティ推

進検討会」（以下「検討会」という。）が実施主体として

行ったものである。検討会の構成と実証実験における

役割は表－1の通りである。

なお、本事業は国土交通省都市局の「令和4年度国土

交通省スマートシティ実装化支援事業」の支援を受けて

実施した。当研究所は代表幹事として実験効果分析・検

証、成果とりまとめ等を担当した。

●2 高蔵寺ニュータウンについて

（１）高蔵寺ニュータウンの概要

高蔵寺ニュータウンは、愛知県春日井市の東部に位

置し、春日井市域の約8%となる約700haを占めてい

る。日本住宅公団（現在の独立行政法人都市再生機構、

以下「UR」という。）が施行した土地区画整理事業によ

り整備され、1968年に入居が始まり、2022年10月

時点で42,430人（市全体の13.7％）が居住してい

る。中心部に商業施設を集約したワンセンター方式が

特徴であり、センター周辺にURの賃貸住宅、分譲集

合住宅が立地し、その周辺を戸建住宅のエリアが囲ん

でいる。谷筋に整備された緑豊かな幅の広い幹線道路

と尾根筋に並び建つ団地の風景が高蔵寺ニュータウン

の独特の景観を形成している。

（2）高蔵寺ニュータウンの課題

まちびらきから50年以上が経過した高蔵寺ニュータ

ウンは、道路や公園等、充実した都市インフラや良好

な居住環境を有する一方、初期の入居者が一斉に高齢

期を迎えるなど様々な課題が生じている。

a） 人口動向・少子高齢化

人口は、1995年の52,000人超をピークに減少傾

表－1　高蔵寺スマートシティ推進検討会の構成と役割
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向に転じている。一方、世帯数は20,000世帯前後を

推移しており、小世帯化が進んでいる。また、直近で

はニュータウンからの転出が転入を上回っている状況

となっている。

65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合である

高齢化率は2008年から市平均を上回り、2022年10

月時点で36.4％（市平均26.0%）となっている。

b） バスの状況

高蔵寺ニュータウン内を運行するバス路線は、JR高

蔵寺駅発着が15路線あり、朝夕は1時間あたり20本

以上の頻度で運行され、市内の他地区と比較すると利

便性は高いものの、ピーク時の3/4までに運行本数が

減少している。

また、ニュータウンの中心部に立地する大型商業施

設「サンマルシェ」の管理運営等を担う高蔵寺ニュータ

ウンセンター開発株式会社が運行するサンマルシェ循

環バスは、センター地区を中心に藤山台ルート、石尾

台ルートの2ルートがあり、1時間あたり1～2本の頻

度で運行されているが、近年の経営状況やコロナ禍等

を勘案し、運行頻度の減少や運賃の値上げ等を行って

いる状況にある。

その他、高蔵寺ニュータウン周辺に立地する病院が

送迎用の巡回バスを運行し、地域の病院利用者である

高齢者等の日常の足として貢献している。

高蔵寺ニュータウン内を運行する名鉄バス（高蔵寺

ニュータウン線）の利用者は、通勤・通学客の減少によ

り、2006年度の年間約253万人から190万人を下回

るまでに減少している。一方、サンマルシェ循環バス

の利用者は、コロナ禍前は年間15万人前後で推移して

いるが、コロナ禍以降は7万人台にまで減少した。こ

のように、2020年以降、先に述べた人口減少・高齢化

による利用者の更なる減少に加え、コロナ禍による利

用者の大幅減により多大な影響を受けており、運転者

不足等移動サービスの担い手の不足も危惧されている

ことからも、交通手段を確保する取り組みが求められ

ている。

c） 住宅種別の構成と歩行環境

高蔵寺ニュータウンは、地域内に坂道や起伏が多い

という地形的特性を有している。特に、ニュータウン

において最も高齢化が進展する石尾台地区は、800m

四方程度（約77ha）の地域であるが、地域内において

も500m程度の距離に18mほどの標高差がある。

これらの背景から、高齢者等の外出機会の減少が危

惧されている。加えて、ニュータウン内の基幹交通で

ある路線バスの運行本数は、前述のとおり、1995年

のピーク時と比較して約3/4にまで減少しており、住

民アンケートにおけるバス運行本数や自宅からバス停

までの距離（ファースト・ラストマイル）についての満

足度は低い。また、アンケートの中では住民の免許返

納意向も窺えるが、免許返納後の将来の移動に不安を

抱えている人も多く、近い将来、課題がさらに顕在化

する恐れがあり、坂道の多い地区の高齢者が自らの運

転だけに頼らず公共交通を利用して移動できる環境整

備への要請、例えばバス停等へのファースト・ラストマ

イルの移動のサポートが必要となっている。

また、高齢者に対する日常生活の外出機会を確保す

ることにより、将来にわたる医療・介護分野における公

的負担軽減につながることも期待できる。

d） 商業施設の立地状況

前述の通り、高蔵寺ニュータウンは中心部に商業施

設を集約したワンセンター方式により整備されてお

り、センター地区には大規模小売店舗「サンマルシェ」

を核として商業施設が公共施設とともに集積してい

る。大規模小売店舗は平日でも賑わっており、売り上

げも比較的高い水準を保っているが、近年、減少傾向

にある。このほか、高蔵寺ニュータウン内には、集合

住宅内に身近な商業施設としてサブセンターが設けら

れている。サブセンターは、近郊における大型商業施

設の増加による環境の変化等に伴って利用者が減少し

図－1　高蔵寺ニュータウンの位置2）
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ており、にぎわいが乏しくなっている状況にある。移

動に不安を抱える高齢者が増加する中で、最寄品が購

入できる身近な商業施設を望む声が多い。

（3）「移動」課題解決に向けたこれまでの取り組み

上述のとおり、高蔵寺ニュータウンは、人口減少や

高齢化、坂道の多さや商業施設の立地などの要因によ

り、バス等の公共交通は一定程度整備されているもの

の自家用車への依存が高いという特徴を有している。

住民の多くは、運転免許返納後の移動手段確保につい

て不安を抱えている。

このような「移動」課題に対応するため、春日井市

は多様な主体と連携しながら課題解決に向けた各種プ

ロジェクトを推進している。春日井市は、自動運転技

術、高精度3次元地図やダイナミックマップの整備、

次世代移動通信「5G」やAIの活用など、先進技術によ

る快適なまちづくり『高蔵寺ニューモビリティタウン』

を推進するべく2020年度より「高蔵寺スマートシティ

実行計画」を展開している。具体的には、ニュータウ

ン版MaaSを担う移動サービスとして、表－2に示す

7つ（2022年度に1つ追加となって8つ）のプロジェ

クトを設け、「春日井市近未来技術地域実装協議会」の

各構成員が一体的に取り組み、ニュータウン版MaaS

の共通プラットフォーム構築を目指す。これにより、

自家用車に過度に依存せず、坂道などの地形的ハン

ディを新たなモビリティサービスで克服し、相乗りタ

クシーや幹線路線バスの高頻度化などサービス効率性

の高い公共交通サービスを実現することで、高齢者を

含む全ての世代の居住者の外出頻度向上や健康増進、

QOL向上が期待される。

●3 交通結節点のスマート化（モビリティ
ポート）プロジェクトについて

（1）背景

上述のとおり高蔵寺ニュータウンでは、自らの運転

だけに頼らず暮らせる社会の実現を目指し、地域内の

モビリティに対応する「ゆっくり自動運転」（図－2参

照）やタクシーの高度利用を目指す「AIオンデマンド乗

合サービス」（図－3参照）、高蔵寺駅への基幹交通の高

度化など移動をスマート化する取り組みなど、モビリ

ティ施策を軸とした8つのプロジェクトを複合的・継続

的に展開している。

名古屋大学は、中山間地域、オールド・ニュータウ

ン、地方都市など、公共交通が不便な地域においても

ともとその地域にある交通手段と、新規に導入する手

段をその地域にあったかたちでうまくブレントして、

利便性の向上と選択肢の多様化を図ることをめざす「モ

ビリティブレンド（MB）」の考え方3）を提唱している

（図－4参照）。既存の手段を補完するCASE型のモビ

リティを既存手段と併せて用いることや、市民の共助

を取り込むこと、拠点となるモビリティセンター（交通

結節点）など街づくりと連動している点がMaaSとMB

表－2　高蔵寺スマートシティ実行計画における 
8つのプロジェクト2）

①限定区域内ラストマイル自動運転�
（ゆっくり自動運転）
②タクシーの高度利用�
（AIオンデマンド乗合サービス）
③バスレーンの整備等基幹交通の自動運転化検討
④駐車場車室マネジメント
⑤スマートメーターによる地域の見守りシステム
⑥ゴミ収集車稼働マネジメント
⑦パーソナルモビリティのシェアリングサービス
⑧交通結節点のスマート化によるにぎわいのある安心
安全なまちづくり【2022年追加】

図－2　ゆっくり自動運転の概要2）

図－3　AIオンデマンド乗合サービス2）
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を比較した際の特徴として挙げられる。

以上のような背景のもと、2022年度においては、

多様なモビリティを使いこなすための「交通結節点」が

重要であるとの認識のもと、交通結節点のスマート化

を目指した取り組みを推進することとした。

（2）モビリティポートについて

検討会の構成員である大日本印刷株式会社（DNP）

は、さまざまな交通モードの結節点において、交通と周

遊促進のシステムとを連携した情報発信を行う拠点とし

て「DNPモビリティポート」を開発・提供している4）。

インタラクティブな屋外デジタルサイネージを活用し

て、各種モビリティの利用方法や接近情報の閲覧、利

用申込等のサービスを提供することで、シームレスな

移動を実現することを目指している。

モビリティポートを使った交通結節点の実証実験は

2020年以降、いくつかの都市で行われていたが、こ

れらは機能検証が目的の単独設置での実証実験が中心

であった。今回、高蔵寺ニュータウンでは複数拠点に

設置し、ニュータウン内全体の移動を対象とする本格

的な実証実験として位置づけ、実装に向けた取り組み

として実施することとした。具体的には、デジタルサ

イネージを活用したコミュニケーション端末を設置し

てバス時刻表等の公共交通情報やシェアサイクル、AI

オンデマンド乗合サービス等の各種モビリティサービ

ス利用促進のための情報、商業施設情報や地域振興情

報を発信することとした。商業施設とは公共交通の利

用を促進する割引クーポンなどの連携や店舗・周辺地域

図－4　将来の高蔵寺ニューモビリティタウン（モビリティブレンド）イメージ2）

図－5　モビリティーポートの全体像（イメージ図）
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を周遊してもらい、ニュータウンの賑わいを創出する

情報発信を行うことを目指した。機能面では、新モビ

リティサービスの予約や情報提供をスマホ利用者だけ

でなく高齢者にやさしいユーザーインターフェイスを

持った機能を提供し、外出しやすい環境を提供して、

あらゆる世代がWell-beingに過ごせるニュータウンづ

くりを支援することを目指した（図－5参照）。

（3）期待される効果

モビリティポート設置により、二次交通への乗り継

ぎの利便性向上を図り、公共交通の利用促進を図る。

また高齢者でも利用しやすいユーザーインターフェイ

スを提供して、新しいモビリティサービスの利用率向

上を図り、免許返納後の高齢者が安心して移動できる

まちづくりへの貢献が期待される。また商業連携によ

り、新しいモビリティサービスを含めたこれらのイン

フラの運営費を捻出し、持続可能な交通インフラとし

て整備することが将来的に期待される。

さらに、モビリティポートによる交通結節点のス

マート化は、表－2に示した各種プロジェクトにより

提供される交通手段の利用を後押しするインフラとし

て期待できる。

●4 実証実験の実施

これまでに示した背景・目的のもと、2023年1月か

ら3月にかけて、高蔵寺ニュータウン内5箇所にモビ

リティポートを設置して運用を行う実証実験を実施し

た。

（1）実施概要

実験では、商業機能が集積する「センター地区」や団

地内、公共施設や病院等、表－3、図－6に示す5箇所

にモビリティポートを設置した。

モビリティポートには、AIオンデマンド乗合サービ

スの予約機能やシェアサイクルの貸出機能、バス停の

時刻表等、地域内公共交通の利便性に資する機能を付

与した。さらに、地域内の商業施設に関する情報や、

安心安全なまちづくりのための防災情報等を提供する

機能をモビリティポートに持たせた（図－9参照）。実

際の設置状況を図－7、図－8に示す。

表－3　モビリティポートの設置箇所と機能

図－6　モビリティポートの設置箇所

図－7　モビリティポートの設置（東海記念病院）

図－8　モビリティポートに設置したシェアサイクル
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（2）実施結果

a） サイネージや各種交通サービスの利用状況

2023年1月30日から3月3日までの33日間の実

証実験期間中、5箇所のモビリティポートにおけるサ

イネージのタッチ回数は、合計5,654回（平均172

回/日）となった。設置箇所別に集計すると、地域住民

が多く買物に訪れる「アピタ館」でのタッチ回数が最

も多く、次いで「グルッポふじとう」であった（表－4

参照）。「グルッポふじとう」は、旧藤山台東小学校施

設のリノベーションを経て、2018年に開館した多世

代交流拠点施設で、図書館や児童館、コミュニティカ

フェ、地域包括支援センターなどで構成されている複

合施設である5）。

サイネージで提供されたコンテンツ別にタッチ回数

を集計すると、「シェアバイク」のタッチ回数が最も多

く、次いで「オンデマンド乗合サービス」や地域情報を

発信する「マップ」のタッチが多く見られた。

シェアサイクルは、期間中3つのモビリティポート

に設置し、延べ663回（平均20回/日）貸し出され

た。実験では、シェアサイクルに対する潜在的なニー

ズを把握する観点から、実験期間中無料で貸出を行っ

た。そのため、長時間借りっぱなしの利用者や、「グ

ルッポふじとう」における子どもの敷地内利用（移動目

的ではなく遊び道具としての利用）が一定数見られた。

これらを除外した536回の利用を対象に貸出回数を集

計した結果を表－5に示す。3拠点間での移動は約3割

であり、残りの約7割が借りたポートと同じポートに

返却をしていた。

シェアサイクルの利用時間（ポートで借りてポート

で返すまでの時間）の分布は図－10に示すとおりであ

り、平均利用時間は144分、利用時間の中央値は69

分であった。一方、走行時間（利用時間のうち、訪問先

などで施錠されていない時間）の分布は図－11に示す

とおりであり、平均走行時間は48分、中央値は約30

分であった。図－11に示すように、走行時間が30分

未満であるものが約5割と、利用時間に対して走行し

ている時間は限定的であり、短距離の移動のために借

りた自転車を占用する形で利用していたことがうかが

える。なお、貸出ポート別の走行時間に差はほぼみら

れなかった。

表－4　設置箇所別・コンテンツ別タッチ回数

表－5　シェアサイクル貸出回数

※�利用実態を適切に把握するため、利用者663人のうち、長時
間利用、施錠忘れと考えられる利用者、グルッポ貸出かつ敷地
内のみ利用と考えられる利用者を除外した536人の利用者を
対象に分析を行った。

図－9　モビリティポートによる各種情報提供（左：コンテンツ、右：実際の設置・利用状況）（グルッポふじとう）
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以上の集計を踏まえ、シェアサイクルの「施錠箇所」

に着目し、その分布を図－12に図化した。図－12に

示すように、ニュータウン内だけでなく、2km以上

離れ高低差もあるニュータウン外で施錠する利用が多

く見られた。施錠が多く見られた箇所には、食品スー

パーやコンビニエンスストア等の商業施設の他、住宅

地に停めている人も一定数存在していた。施錠箇所は

シェアサイクル利用者の「目的地」と解釈することがで

きること等を踏まえると、坂の多い高蔵寺ニュータウ

ンにおけるシェアサイクルの潜在的な需要が確認でき

たと言える。

AIオンデマンド乗合サービスは、期間中271回

（11.3回／日）利用され、うち19回がサイネージで利

用予約された。2023年2月には前年同月比23%増と

なる215回の利用があった。

b） 利用者の声、地域関係者等の意見

実験では、モビリティポートの利用者を対象にヒア

リング調査を行った。利用者からは、「使いやすい」「見

やすい」などの声をいただいた一方、「教えてもらわな

いと触りにくい」等の声が一定数聞かれた。

図－10　シェアサイクルの利用時間（貸出ポート別）

図－11　シェアサイクルの走行時間（貸出ポート別）

図－12　施錠回数の分布
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今回の実証実験でモビリティポートを設置した施設

管理者等からは、機能面に関する肯定的な意見や、施

設来訪者の増加等の具体的なメリットが見られなかっ

た等のご意見をいただいた。

●5 今後の展開

今回の実証実験では、高蔵寺ニュータウンの5箇所

に「モビリティポート」を設置した結果、期間中延べ5

千回以上のサイネージの利用があり、シェアサイクル

の潜在的な需要やAIオンデマンド乗合サービスの利用

増加も確認することができた。

その一方、本実験によりいくつかの課題が確認され

た。例えば、シェアサイクルについて、実験期間中は

無償・利用登録なしで使えたことから、長時間「借りっ

ぱなし」となるような利用が一定数見られた。実装時に

は有償化、もしくは利用登録を義務化する必要がある

と考えられるが、有償化等を行うことにより、使われ

方が変化する可能性に留意する必要がある。

また、必ずしも移動のためとは言えない子どもの利

用が多く見られ、施設管理者の負担となる事象が見ら

れた。新しいデバイスに興味を持った子どもの利用

シーンを「逆手にとった」利用促進策の可能性があるか

もしれない一方で、本来の目的で利用したい方や、施

設管理者への配慮の観点から、一定の制約をかけるこ

とも考えられる。

今回の実験では、まち全体の移動量の増加、にぎわ

いの創出、商業活性化等に関する集計的な効果を把

握するまでの結果には至らなかった。交通結節点のス

マート化がまちのにぎわいや商業活性化にもたらす影

響等を計測できるようなデータ収集のしくみ作りを行

うことが重要である。

地域受容性の観点も重要と考えられる。利用者から

は、「使ってみれば結構使える」と言っていただけるも

のの、使ってもらわないとその利便性が分からない、

という状況を打開するしくみ作りが求められる。

今後の展開としては、以下が考えられる。

a） 「交通系ICカード」の連携

モビリティポートに交通系ICカードとの連携機能を

実装し、シェアバイクの予約・解錠やAIオンデマンド

乗合サービスの予約・決済に交通系ICカードを用いる

ことで、解錠・決済の利便性向上と、利用マナーの向上

（乗り捨て、いたずら等の抑止）をめざす。

b）  ポートまわりの空間設計を含めた「ここちよい待ち

空間・たまり空間」の検討

設置箇所の特性に合わせて椅子やベンチ、屋根や各

種利便施設等を設置し、バスやデマンドサービス等の

待ち時間が苦にならない（ここちよく待てる）空間づく

り、地元の人々がモビリティポートのまわりに自然と

集まる（たまれる）ような空間づくりを検討する。

c） 「まちの価値」の向上をめざした実装体制の検討

「エリア内すべての住民・来訪者が、気軽に近くのモ

ビリティポートにアクセスし、マイカー以外の交通手

段を利用できる環境」をめざすために必要なモビリティ

ポートや地域交通サービスのあり方や運営体制を検討

し、実証実験を行う。

以上のような検討・社会実装を積極的に支援すること

で、「スマート・ニュータウン」となった高蔵寺ニュー

タウンが、同様の課題を持つ全国の都市・地域のモデル

となる日が来るよう貢献して参りたい。
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立地シミュレーションとまちづくりDX 
〜3D都市モデルを用いたユースケースより〜
Urban Simulation and Urban Digital Transformation - from a Use Case Using a 3D City Model

磯野昂士 1　石井良治 2　高橋　慧 3　冨岡秀虎 4　高　宇涵 5　松井　浩 6　原田知可子 7　�
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By Koshi ISONO, Ryoji ISHII, Kei TAKAHASHI, Hidetora TOMIOKA, Yuhan GAO, Hiroshi MATSUI, Chikako HARADA, 
Eriko AMAMORI, and Takahiro ISHIGAMI

●1 はじめに

人口減少・少子高齢化、コロナ禍を契機としたライフ

スタイルの変化、well-being向上への要請の高まり等

の課題に対して、都市中心部における居住や都市機能

の集約・確保だけでなく、ポストコロナの多様な暮らし

方・働き方を支える人間中心のコンパクトなまちづく

りの実現が求められている1）。また、そのようなまち

づくりを実現するためのプロセスも変化しており、行

政が主導して施設や市街地を整備するだけでなく、公

民等の多様な主体が連携し、エリアのビジョン（将来

像）を構築・共有し進めていく新たなプロセスが求めら

れる場面が増えている例えば2）。さらに、まちづくりの各

フェーズにおいてデータを取り入れて科学的な政策立

案を行う「データ駆動型」の取り組みも重要になってお

り3）、データを活用し定量的な根拠に基づいて、関係

者でビジョンを共有しながらまちづくりを推進してい

くことが今後より求められていくと言える。

しかし、立地適正化計画における居住誘導や都市機

能誘導等のまちづくり施策の効果は短期的には見えづ

らく、また長期的な影響を把握することも難しい。

このため、立地適正化計画を含めた各種施策のwith/

withoutにより、人口分布や建物配置等の都市構造が

どのように変化するかを推計できる立地シミュレー

ションには期待が高いと考えられる。ただし、このよ

うな立地シミュレーションは研究ベースでは手法の蓄

積があるものの、技術的なハードルとインプットとな

るデータ整備の大変さから、実務における活用が進ん

でいるとは言えない状況である。

他方、近年は新たなデータが続々と登場しており、

オープン化も進められている。都市に関するデータで

代表的なものの1つが、国土交通省が主導する3D都

市モデル整備・活用・オープンデータ化プロジェクト

「PLATEAU」4）であり、2023年4月現在、約130都

市において整備されている。3D都市モデルには標準

製品仕様書が定められており、各都市のデータは共通

のフォーマットで整備され、オープン化されている

ため、この3D都市モデルを活用した立地シミュレー

ションを開発することで、各都市におけるシミュレー

ション開発やインプットデータ整備を簡略化できる。

以上の認識のもと、本稿では、3D都市モデルを活

用し、コンパクトシティ等の短期的に成果が見えにく

いまちづくり施策が都市構造に与える影響をわかりや

すく可視化する立地シミュレーションを開発し、宇都

宮市に適用してケーススタディを行い、都市構造のビ

ジョンや施策の効果を共有する上での有用性を検証し

た結果について報告する。

なお、本稿の内容は、国土交通省都市局都市政策課

から当研究所及び国際航業株式会社が受託した業務成

果をもとに作成したものである。

●2 立地シミュレーションの活用イメージ

立地シミュレーションのまちづくりでの活用場面を

想定した上で、シミュレーションの対象となる施策、

アウトプット、その他シミュレーションに求められる

要件等について整理する。

（1）まちづくりでの活用場面

活用場面として次に述べる三点を想定する。

a）施策の効果の把握

施策を実施した場合に将来の都市構造や各種指標に

どのような影響があるのかを把握するため、施策を実

施した場合と実施しなかった場合の2つの計算ケース

を設定し、それぞれについて立地シミュレーションを

実行して結果を比較する。例えば、LRTが開業した場

合と開業しなかった場合、あるいは居住誘導施策を実
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施した場合と実施しなかった場合、等の計算ケースを

設定し、各計算ケースで別々に立地シミュレーション

を実行して結果を比較する。これにより、LRTや居住

誘導施策などによる地価の上昇、人口の増加、土地利

用の高度化等の効果を把握する。

b）代替案の比較

異なる施策の効果を比較するため、2つの計算ケー

スを設定し、それぞれについて立地シミュレーション

を実行して結果を比較する。例えば、LRTが開業した

場合と居住誘導区域を実施した場合の計算ケース同士

を比較することで、どちらがより都市機能誘導区域の

地価を上昇させるか、等を比較する。

c）関係者や住民との共有

先述のa）b）で実行したシミュレーション結果につ

いて、都市構造の違いや指標の違いを分かりやすく可

視化して、関係者や住民と共有する。例えば、施策を

何も実施しない場合、LRTが開業した場合、居住誘導

施策を実施した場合の3つの計算ケースを設定する。

各計算ケースについて将来の都市構造を3Dで可視化

し、互いの計算ケース間の都市構造の違いが分かるよ

う差分を色づけして示す。各計算ケースの指標につい

てはグラフにして示す。このような可視化により、行

政の同一課内での議論や、他部署との議論、住民との

ワークショップにおいて、施策の効果や目指すべき都

市構造のビジョンの具体的なイメージの議論や共有を

しやすくする。

立地シミュレーションにより実現される業務フロー

としては、まず行政職員や、行政から委託を受けたコ

ンサルタントが、立地シミュレーションを活用して

様々な施策についてそのwith/withoutのケースを設定

してシミュレーションを実行・可視化する。次に、その

出力結果について、行政の担当部署内や、関連する庁

内他分野の部署、時には住民を交えて、将来時点の都

市構造や多様な指標についてその差異を比較すること

を想定する（図－1）。

（2）対象となる施策

施策としては、都市機能の誘導、施設の誘致・整備、

容積率の緩和、用途制限の緩和、等の立地適正化計画

に係る施策、LRT整備やバス路線再編、料金施策等の

交通施策を想定する。このとき、これまでの立地適正

化計画の策定事例では、子育て世帯に絞った居住誘導

や、病院等の特定の施設の誘致・整備等の詳細かつ多様

な施策が見られることから、シミュレーションにおい

ても居住者の個人属性・世帯属性や、個々の建築物の置

かれている状況について考慮できるようにする。

（3）アウトプット

アウトプットとしては、都市における将来の居住誘

導区域や公共交通沿線の土地利用、人口密度、地価、

さらには空き家の分布、都市運営コスト、税収、CO2

排出量、浸水想定区域内の人口、浸水範囲内の想定家

屋損害額、個人のWell-being等、多様な指標を出力で

きるシミュレーションを考える。

また、分かりやすさの観点から、将来時点の都市構

造や居住地分布については、ゾーン単位での延べ床面

積や人口といった集計量だけでなく、個々の建築物の

有無・用途・高さや個人の居住地といった詳細のデータ

を出力し、可視化することが重要である。個々の建築

物の将来の有無や用途について正確に予測することは

現実的に不可能であるが、個々の建築物に関する推計

結果を俯瞰的にみることで、たとえば公共交通軸沿線

や都市機能誘導区域ではどのような変化が生じうるの

か、といった施策効果の傾向を視覚的につかむことが

できると考える。

（4）その他シミュレーションに求められる要件

前述したような施策を表現するためのインプット

データとしては、都市における初期時点の詳細な土地

利用、個人の属性と居住地分布、施設の立地状況、交

通条件等が想定される。これらのインプットデータの

図－1　シミュレーションの活用方法イメージ
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準備、シミュレーションの実施、結果の可視化分析ま

で含めて、容易に実行可能なシミュレーションである

ことが望ましいと考える。施策の評価と可視化が可能

であり、かつインプットデータの準備が容易な立地シ

ミュレーションが開発され、OSS（オープンソースソ

フトウェア）化されていることが理想的と考える。特

に、3D都市モデルをインプットデータとして活用する

立地シミュレーションを開発すれば、多くの都市で容

易に活用できる汎用的な立地シミュレーションの基礎

になると考えられる。

●3 立地シミュレーションの構築

（1）既存研究と本研究のアプローチ

将来の人口分布や土地利用を推計する手法に関して

は多くの研究が存在する。代表的な手法の一つに、応

用都市経済モデル（CUEモデル）がある。国内におい

ても多くの研究の蓄積があり5）、本稿で対象としてい

る宇都宮市においてLRTの効果を示した研究として冨

岡・森本（2018）6）もある。CUEモデルは、その出力

が費用便益分析で用いられる便益指標と整合している

点が特徴的である。しかし、定式化する上での制約が

多く、細かな施策を表現することは容易ではない。ま

た、土地や建物床の市場はゾーン単位で考えることが

基本であり、個々の建築物の有無や用途、高さ、延べ

床面積を直接推計することは基本的に困難である。

もう一つの手法として、個人や世帯、建築物といっ

た単位で行動や遷移を表現するモデルを組み合わせる

マイクロシミュレーション型の土地利用モデルに関す

る研究も多く存在する7）8）9）。マイクロシミュレーショ

ン型の土地利用モデルは、便益評価には向かないもの

の、個人や建築物といった詳細な単位で推計すること

ができるため多様な指標を集計することができるほ

か、モデルの組み合わせ次第で多様な施策を表現する

ことも容易である。

先述の通り、特定のエリアの土地利用や地価、CO2

排出量、税収、個人のWell-beingといった多様な指標

を扱うことや、子育て世帯を対象とした居住誘導、特

定の施設の誘致・整備といった詳細な施策を表現するこ

とが今後求められてくると考えられることから、本稿

ではマイクロシミュレーション型の土地利用モデルを

基本として、既存研究を参考にしながら開発を行った。

（2）シミュレーションの全体像

本稿における立地シミュレーションは、1つ1つの

建物の建て替え行動及び1人1人の個人の住み替え行

動を考慮したマイクロシミュレーションである。具体

的には、大きく4つのサブモデル群、将来のゾーン単

位の地価を推計する「地価モデル」機能、将来の個人の

居住地をゾーン単位で推計する「居住地選択モデル」機

能、将来のゾーン単位の空き家率を推計する「空き家率

モデル」機能、将来の建築物一つ一つの除却・建設・用

途を推計する「建て替え選択モデル」機能の4つの組み

合わせで構成している（図－2）。インプット（外生変

数）としては、初期状態の個々の建築物のデータ、個人

の居住地のデータ、ゾーン間の交通条件のデータ等を

用いる。これらのインプットを与えて、サブモデルを

順に実行していくことで、将来時点の建築物の有無・

用途・高さ・延床面積や個人の居住地、地価等を1年分

ずつ出力する。なお、本稿で構築する立地シミュレー

ションは、土地利用や地価については扱うもののCO2

排出量、税収、個人のWell-beingといった指標は扱っ

ていない。これらの指標も扱えるよう拡張していくこ

とが今後の課題である。

（3）各サブモデルの概要

サブモデルの詳細は表－1に示すとおりである。こ

のうち、主要なサブモデルについて詳細を述べる。な

お、個別のモデルの構造やパラメータの推定方法及び

図－2　シミュレーションの全体像イメージ
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推定結果については、都市構造シミュレーションの技

術検証レポート10）を参照されたい。

付け値地代モデルは、ゾーン別の施設数や到達可能

商業延べ床面積（当該ゾーンから一定時間内に到達でき

る範囲内の商業施設の延べ床面積）等をもとに主成分分

析を行い、得られた主成分を説明変数にして、世帯類

型別の付け値地代を推計するモデルである。鉄道駅が

近い、施設が存在する、到達可能商業延べ床面積が多

いゾーンであるほど付け値地代が高く、さらに世帯類

型ごとにこれらの重みが互いに異なる、という関係を

表現している（表－2、表－3）。

住宅地価モデルは、付け値地代モデルで推計された

付け値地代や、人口、住宅延べ床面積等を説明変数と

して、ゾーン別の住宅地価を推計するモデルである。

付け値地代が高いほど地価が高い、という関係を表現

している。

居住地選択モデルは、転居する個人に対して、付け

値地代と住宅地価等から居住地を選択させるモデルで

ある。住宅地価に対して当該個人の付け値地代が高い

ほど、そのゾーンを選択しやすい、という関係を表現

している。すなわち、他人よりもより高い魅力を感じ

ている人こそ、そのゾーンを選択しやすい、という関

係を表現している。

建て替え選択モデルは、除却モデル、建設モデル、

用途選択モデルから構成される。このうち建設モデル

は、個々の建築物の建設しうる空地に対して建設する

かどうかを選択するモデルである。用途選択モデル

は、建設することが決まった建築物について、その用

途を選択するモデルである。これらのモデルは地価や

最寄り駅距離等を説明変数としており、地価が高く最

寄り駅が近いほど建設がされやすく、住宅よりも共同

住宅や商業施設が選択されやすい、という関係を表現

している。（表－4、表－5）

（4）シミュレーションによる施策の表現例

前述したサブモデルを組み合わせることで、施策が

地価、人口分布、土地利用に影響することが表現され

る。施策としてLRTの整備を例にとると、地価モデル

に関しては、LRT沿線で電停整備による最寄り駅距離

の短縮と到達可能商業延床面積の増加を要因として付

け値地代・住宅地価が上昇する。また、商圏人口増加に

より商業地価が上昇する。居住地選択モデルに関して

は、住宅地価の増加に対して付け値地代が特に増加し

ていれば、そのゾーンが居住地として選ばれやすくな

る。建設モデルや用途選択モデルに関しては、地価上

昇により建設が生じやすく、戸建て住宅よりも共同住

宅や商業施設が選ばれやすくなる。住宅や商業施設の

床面積増加は、付け値地代や居住地選択モデルの効用

の上昇に繋がる。このようにして、施策の影響が土地

利用、人口分布、地価に波及してゆく。

（5）シミュレーションの実行方法

シミュレーションはpythonを使用言語として記述

されており、ソースコードはGithub（https://github.�

表－1　サブモデルで表現している内容

https://github.com/Project-PLATEAU/UC22-020-Urban-structure-simulation
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com/Project-PLATEAU/UC22-020-Urban-structure�

-simulation）で公開されている。実行に必要なデータ

は、シミュレーション初期時点における個々の建築物

の有無・用途・高さ等の「建築物データ」、個人の属性と

居住地等の「個人データ」、ゾーン間の自動車・公共交

通の所要時間データ、ゾーン単位の施設数のデータ等

である（いずれもcsv形式）。施策については、これら

のインプットデータの値を一部変更することによって

表現する。例えば、あるゾーンに病院を1か所追加す

る場合は、ゾーン別施設数のcsvファイルのうち病院

数を表す列の値を1増やすことで表現する。

●4 シミュレーションの実施

（1）シミュレーションケースの設定

宇都宮市では、立地適正化計画を2021年に策定し

たほか、LRTの導入を進めており、2023年8月に宇

都宮駅から東側（以下「LRT東側」とする。）が開業、

2030年代前半には西側（以下、LRT東側と西側を合

わせて「LRT東西」とする。）を整備する予定となって

いる。そこで、シミュレーションケースとして以下の

4ケースを設定し、各ケースのシミュレーションを実

施した。なお、シミュレーションの計算期間は2021

年から2040年の計20年間である。

a） 趨勢（LRTあり）ケース

初期時点（2021年）からLRT東側のみが開業し、

LRT西側は2040年まで開業しなかったケース。LRT

東側の電停位置、運行頻度、所要時間を考慮して各

種インプットデータを作成した。以下のb）～d）の3

ケースを比較する基準となるケースである。

b） 基幹路線強化ケース

初期時点からLRT東西が開業し、かつバス路線の利

便性が向上したケース。LRT沿線1㎞圏に概ね含まれ

表－2　主成分分析の結果

表－3　推定結果（付け値地代モデル）

※（�）内はt値

表－4　推定結果（建設モデル）

※�（�）内はt値、住居専用地域は一低・二低・一中高・二中高、住
居地域は一住・二住・準住を指す

表－5　推定結果（用途選択モデル）

※（�）内はt値

https://github.com/Project-PLATEAU/UC22-020-Urban-structure-simulation
https://github.com/Project-PLATEAU/UC22-020-Urban-structure-simulation
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るゾーン（図－3）の公共交通乗車時間を半分に、さら

に居住誘導区域同士の移動に関してバスの待ち時間が

5分以上ある場合は5分に短縮させた。

図－3　LRT（東西）の位置と沿線ゾーンの指定 
下図：国土数値情報、DRMを用いて作成

c） 居住誘導ケース

趨勢（LRTあり）ケースに加えて、居住誘導施策を実

施したケース。居住誘導区域に該当するゾーンを指定

し、居住地選択モデルの確率を計算する時のみ住宅地

価を2割減にするよう設定した。家賃補助がある場合

を想定している。

d） 都市機能誘導ケース

趨勢（LRTあり）ケースに加えて、都市機能誘導施策

を実施したケース。都市機能誘導区域に該当するゾー

ンは用途選択モデルの確率を計算する時のみ商業地価

を2割増にするよう設定し、さらに一部のゾーンに病

院（内科）を1施設追加した。施設の整備に加えて、商

業施設に対する税制措置・財政支援により商業施設が成

立しやすくなり、商業地としてのポテンシャルが向上

する場合を想定している。

（2）シミュレーション結果の比較

a）基幹路線強化ケース

建築物数の変化を図－4に示す。LRT（東西）沿線の

建築物数は、趨勢（LRTあり）ケースから微増した。

LRT（東西）沿線、特に宇都宮駅から東武宇都宮駅まで

の沿線では、住宅が減少する一方で共同住宅・商業施設

が増加し、土地の高度利用がさらに進む結果となった

（図－5）。

付け値地代を見ると（図－6）、LRT沿線やバスの待

ち時間を短縮するゾーンでは、付け値地代が増加、特

に単身世帯の付け値地代が大幅に増加した。LRT東側

沿線でも、LRT東側のみ存在する場合よりも付け値地

代が増加している。これは、LRT西側延伸によりLRT

東側沿線から宇都宮駅西側の中心市街地へアクセスし

やすくなり、到達可能な商業延べ床面積が増加したた

めである。しかし、LRT東側の北側、LRTからやや離

れたゾーンでは、付け値地代が減少するゾーンも存在

する。西側延伸により人口分布が西側に寄ることや、

LRT東側沿線において住宅が建ちやすくなったこと等

に伴い、LRT東側沿線の商業施設が減少したため、

LRT東側の駅からやや離れた場所では到達可能な商業

延べ床面積が減少することが原因である。以上の結果

図－4　建築物数 
（左：全域、右：東西LRT沿線）（2040年）

図－5　建築物の用途の比較 
（2040年時点・趨勢（LRTあり）ケースとの比較）

図-6　付け値地代の差 
趨勢（LRTあり）ケースとの比較 

（2040年時点・左：単身世帯、右：夫婦と子の世帯）
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は、LRT東側の駅に近接する場所では西側延伸により

生活利便性が向上する一方、LRT東側の駅からやや離

れた場所では西側延伸によるデメリットも生じうるこ

とを示唆している。

b） 居住誘導ケース

人口については、趨勢（LRTあり）ケースと比較し

て、居住誘導区域で人口が増加したことが分かった（図

－7）。ゾーン別に見ると、居住誘導区域の中でも、主

にLRT東側沿線から東武宇都宮駅周辺までの間のゾー

ンにおいて人口が増加する結果となった（図－8）。

c） 都市機能誘導ケース

建築物数については、趨勢（LRTあり）ケースと比較

して、商業施設を誘導した都市機能誘導区域では、住

宅や共同住宅が減少し、商業施設が増加したことが分

かった（図－9）。

付け値地代を比較すると、単身世帯の付け値地代と

異なり、夫婦と子の世帯の付け値地代が特に増加する

ゾーンが存在し、これは都市機能誘導ケースにおいて

新規に病院（内科）を新設したゾーンと一致している

（図－10）。病院（内科）が増えると、単身世帯よりも

夫婦と子の世帯にとって居住地としての魅力が高まる

ことを意味している。

（3）有用性に関する行政職員の評価

ケーススタディの結果について、宇都宮市都市計画

課、交通政策課、LRT企画課、NCC（ネットワーク型

コンパクトシティ）推進課の方々と意見交換を行った。

市内部における検討での活用可能性としては、政策

審議室等における施策同士の評価・優先順位付けに活用

できる、施策の想定外の影響の理解ができる（例：LRT

沿線以外の地価の下落、人口の減少等）といったご意見

を頂戴した。住民説明における活用可能性としては、

3Dで視覚的に分かりやすく示せるのがよい、施策の長

期的な影響を比較できるので政策を早期に実施するこ

との説明に活用できる可能性があるのではないか、と

いったご意見を頂戴した。

また、公共交通の運賃施策を表現、地価上昇に伴う

固定資産税収の増加を計算、転入転出人口への影響を

表現といった今後の拡張方向に関するご意見を頂戴し

た。今後の検討課題としたい。

●5 おわりに

本稿では、3D都市モデル等をインプットとして活

用し、個々の建築物の状況や個人の属性を考慮しなが

ら、個々の建築物の建替え、個人の転居・居住地選択、

ゾーン単位の地価を推計するサブモデル等を組み合わ

せた立地シミュレーションを構築した。そして宇都宮

市を対象に、立地適正化計画やLRT等の施策のwith/

図－9　都市機能誘導区域内の建築物数（2040年）

図－10　付け値地代の差 
趨勢（LRTあり）ケースとの比較 

（左：単身世帯、右：夫婦と子の世帯）

図－7　居住誘導区域
の人口（2040年）

図－8　人口の差 
（2040年時点・趨勢（LRTあり）

ケースとの比較）
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withoutのシミュレーションを実施した。その結果を

比較したところ、各種施策によって建築物の用途の高

度化、人口の増加、�地価の増加、世帯類型別の付け値

地代の増減といった効果が生じる可能性を確認でき、

その様子を3Dで可視化することができた。また、こ

のようなシミュレーションと可視化についての活用可

能性についても確認できた。このように、多様な施策

と指標を扱うことができ、さらに施策の効果を3Dで

可視化して俯瞰的にみることができる立地シミュレー

ションには、複数の関係者間で都市構造のビジョンや

施策の効果を共有する、さらにこれを3D都市モデル

等のデータを活用しながら定量的根拠をもって行う上

で、有用性があることを確認できた。

本稿で構築した立地シミュレーションは、宇都宮市

を対象にシミュレーションを実行して施策効果の分析

や比較はできたものの、インプットデータの準備や可

視化には依然として手作業を要しており、多くの都市

において容易にシミュレーションを活用しやすい状態

にはまだ至っていない。また、表現できる施策や算出

できる指標についても未だ限定的である。特にCO2排

出量や個人のWell-being等の指標算出のためには人々

の移動・活動に関するデータやモデルと組み合わせる

ことも必要である。パーソントリップ調査データの活

用、アクティビティ・ベースド・シミュレーション等の

交通行動モデルとの組み合わせによる土地利用・交通モ

デルへの拡張等、引き続き検討を進めていきたい。
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インフラDXが目指す大型車両の通行円滑化と適正化
Infrastructure DX Aims for Smooth and Appropriate Freight Vehicle Transportation 

岡　英紀 1　剣持　健 2　河上翔太 3　宮内弘太 4　羽佐田紘之 3　山本恭子 5

By Hideki OKA, Takeshi KENMOCHI, Shouta KAWAKAMI, Kouta MIYAUCHI, Hiroyuki HASADA, and Kyoko YAMAMOTO

●1 はじめに

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改

善基準告示）」の見直し（2024年4月から適用）によ

る時間外労働時間の上限規制により、物流業界では

「2024年問題」と呼ばれる諸問題が生じることが懸念

されている。「2024年問題」は、都市間物流を支え

る長距離幹線輸送において特に大きな影響を及ぼす可

能性が考えられる。時間外労働の削減に伴う実質的賃

金の減少がドライバー不足を加速する懸念がある一方

で、これを契機として、ドライバーの労働環境を改善

するとともに、「長距離幹線輸送を止めない」ための施

策を推進することが重要である。

長距離幹線輸送の多くは大型車両が担っており、こ

のうち、車両の寸法や重量が一般的制限値を超える大

型車両（特殊車両、以下「特車」という。）の通行にあ

たっては、道路管理者の許可等を受けることが定めら

れている（これを「特車通行制度」と呼んでいる）。特車

通行制度では、道路を保全し、交通の安全を確保する

ことが重要視され、徐行や誘導車の配置など車両諸元

と道路構造の関係に合わせて必要な通行条件が附され

ることとなる。近年のドライバー不足等に伴う車両大

型化の進展により、特車の許可件数は増加傾向にある

（図－1）。

特車通行制度を巡っては、これまでも複数の課題が

指摘され、継続的に改善が図られてきた。特車通行制

度が抱える課題のひとつとして、「特車通行のための手

続きの簡素化・迅速化」があげられる。特車の通行許

可手続きは、その複雑な業務の性質上、手続きに約1

か月程度の時間を要してきたという実態（図－2）があ

り、度々問題視されてきた。これに対し、令和4年4

月から、「ETC2.0を活用した経路確認」を基本に「特

車通行のための手続きの即時処理」を実現する新たな通

行制度の運用が開始されている。新たな通行制度は、

道路システムのDX（xROADの実現）（国土交通省道路

局）にも位置づけられ、行政手続きのデジタル化・ス

マート化による生産性向上を目指している。

図－2　特車許可手続きのための審査日数の推移
（出典：国土交通省）

特車通行制度が抱える課題のもうひとつとして、「特

車の通行円滑化と適正化」があげられる。すなわち、

特車が支障なく通行できる道路を拡充することとあわ

せて、道路への損傷を最小化するために、特車の通行

を規格の高い道路へ収斂していくことが必要である。

特車の通行を巡っては、これまで、その通行円滑化等

を目的として指定道路ネットワーク制度が導入されて

きた。指定道路とは、重さ高さ指定道路や大型車誘導

区間、特車通行許可不要区間等、特車の通行にあたっ

て、道路構造令等の規定の例外として何らかの緩和措
図－1　特車許可件数の推移

（出典：国土交通省）
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置がとられる道路のことをいう。例えば、特車通行許

可不要区間であれば、一定の要件を満たす国際海上コ

ンテナ車（40ft背高）の通行許可が不要となる。

指定道路ネットワーク制度を含めた特車の通行制度

は、特車の通行実態に大きな影響を及ぼすことが考えら

れるが、これまで指定道路ネットワーク制度と特車通行

の関係について論じた調査研究は限定的である1）-4）。道

路システムのDXで特車通行制度の転換点を迎え、特車

の通行実態はこれから大きく変化していくことが想定

されることから、特車通行を巡る政策課題やそのあり

方について検討を深めることが重要である。

本稿は、指定道路ネットワーク制度を含めた特車通

行に関するこれまでの施策動向をレビューするととも

に、指定道路ネットワークと特車通行の関係を整理

し、特車の通行円滑化と適正化に向けた政策課題等に

ついて考察することを目的とする。

●2 特車通行の政策課題と 
指定道路ネットワーク制度

特車に対する通行需要の高まりを踏まえ、通行可能

な道路を拡充し、これとあわせて特車の通行を規格の

高い道路へ収斂させていくために、指定道路ネット

ワーク制度の取り組みが進められてきた。以下、指定

道路ネットワーク制度の検討経緯を整理しながら、そ

の概要や役割、特徴について整理する。

（1）国際物流基幹ネットワーク

平成18年、国際海上コンテナによる輸出入の増加、

国際競争力強化の機運の高まり等の社会情勢から、高

速道路や一般国道を中心に、国際物流基幹ネットワー

クが指定された5）。国際物流基幹ネットワークは、当

時の既供用区間から約2万9千kmが指定され、将来的

には新規供用区間も含めて約3万4千kmのネットワー

クを構築することを目指していた。施策のポイント

は、国際海上コンテナ車が支障なく走行できる道路を

構築していくこと、そのために、通行に支障があるボ

トルネック箇所の解消を目指すことだった。

この制度を通して、主に国際物流基幹ネットワーク

上の通行支障の解消対策を実施し、一定の効果を挙げ

てきた。一方、個々の物流施設への端末のアクセス

ルートが国際物流基幹ネットワークに指定されていな

いことや、より規格の高い道路の利用を促進するため

の施策が欠如していること、継続的な利用を促す措置

が不十分であることなど、指定の位置づけや関連する

措置との連携のあり方などについて課題があった6）。

（2）大型車誘導区間と特車ゴールド

平成25年6月5日に公布された道路法等の一部を改

正する法律（平成25年法律第30号）において、道路の

老朽化対策として大型車両の通行を適正化するという

内容が含まれた。その一環として、国土交通大臣が大

型車誘導区間を指定し、当該区間を通行経路とする特

車通行許可手続については、複数の道路管理者を跨ぐ

場合であっても、国が一元的に許可手続を実施するこ

ととする規定が設けられた7）。

大型車誘導区間は、道路の老朽化への対応として、

適正な道路利用を促進するために導入が検討されたも

のであるが、特に、根幹的物流ネットワーク構築の観

点においては、国際物流基幹ネットワーク制度の課題

を踏まえ、大型車両（特車）の通行が望ましい道路への

通行の誘導を図るために、このような道路を国土交通

大臣が指定し、当該ルートにおける通行許可のための

許可手続の迅速化を図る制度が創設された。これによ

り、走行環境に優れ、管理水準の高い高速道路等の幹

線道路への大型車両の通行の誘導が図られ、道路全体

の老朽化の抑制はもとより、大型車両の走行円滑化、

混雑の防止、都市環境・居住環境の改善などに資する

ことが期待された。また、平成28年1月25日には、

ETC2.0装着車に対して、特車通行許可を簡素化する

とともに、大型車誘導区間上における自由な経路選択

を可能とする「特車ゴールド」の制度が開始された8）。

渋滞や事故を避けた効率的な経路選択により、物流効

率化への効果が期待されていた。

大型車誘導区間と特車ゴールド制度を通して、指定

道路に法的な根拠が与えられたこと、これによって指

定道路ネットワークに特車通行制度におけるインセン

ティブが与えられ、指定道路の継続的な利用を促すた

めの枠組みが構築されたことなどに大きな特徴がある。

（3）重要物流道路と特車通行許可不要区間

平成30年2月に閣議決定された道路法等の一部を改

正する法律案において、重要物流道路制度が創設され

た9）。これは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送

を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸

送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点

支援を実施するものである。具体的には、国際海上コ
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ンテナ車等の円滑な通行を図るため、通常の道路より

水準が高い特別な構造基準を設定し、当該基準を満た

した道路については国際海上コンテナ車等の通行に係

る許可を不要とすること（特車通行許可不要区間の指

定）、重要物流道路及びその代替・補完路について、災

害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することなどが盛

り込まれている。なお、特車通行許可不要区間は令和

元年7月31日から運用が開始されている10）。

重要物流道路制度及び特車通行許可不要区間制度を

通して、指定道路に法的根拠が与えられたことに留ま

らず、物流生産性の向上を図ることを目的に道路を機

能強化する（通常の道路より水準が高い特別な構造基準

を設定する）ことが明確に示されている点に大きな特徴

がある。

●3 特車の許可制度（旧制度）と 
確認制度（新制度）

令和2年5月27日に公布された道路法等の一部を

改正する法律（令和2年法律第31号）により、特車の

新たな通行確認制度が創設された11）。これにより、寸

法、重量等に係る一定の限度を超える車両（特車）を通

行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた

車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が

可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行するこ

とが可能となった。通行可能経路は、登録されている

車両の諸元情報、貨物積載物情報、特車ゴールド等の

制度利用状況等に応じて自動算定される。

旧制度（許可制度）と新制度（確認制度）では、事業

者及び行政による手続きの考え方が大きく異なる（図

－3）。許可制度では、通行経路を1経路ごとに「申請」

し、通行の「許可」を受ける（許可を得た経路のみ通行

可）のに対して、確認制度では、通行可能な経路の「確

認」を求め、通行可能な経路の「回答」を受ける（回答

を受けた全経路を通行可）ことになる。また、許可制度

では、事業者の手続き（申請）が完了してから車両の通

行まで約30日程度の時間を要していたところ、確認制

度では、事業者の手続き（車両の登録及び経路の検索）

が完了してから即時に車両を通行させることができる。

行政手続きのデジタル化・スマート化（道路システ

ムのDX）を図る特車通行確認制度の導入により、事業

者・行政双方の生産性向上が期待されるとともに、特車

の通行に対しては、これまでは許可を得た経路のみ通行

可であったところ、回答を受けた全ての経路が通行可能

となることで、経路選択の自由度が高まることとなる。

●4 指定道路ネットワークと特車制度の関係

許可制度（旧制度）では、指定道路ネットワークそれ

ぞれの特性に応じ、手続き上のインセンティブが与え

られている（表－1）。重さ指定道路は、車両の総重量

が最大で25トンの車両まで通行許可が不要となり、高

さ指定道路は、車両の高さが最大で4.1mの車両まで

通行許可が不要となる。また、大型車誘導区間は、申

図－3　通行許可制度と通行確認制度の違い
（出典：特車登録センター）
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請経路が大型車誘導区間だけで完結する場合、迅速に

許可を得ることができる。さらに、大型車誘導区間及

び許可不要区間は、ETC2.0車載器を登載し、一定要

件を満たす車両の通行許可が不要となる。しかしなが

ら、インセンティブを受けるための条件が厳しく、特

車の走行経路へ及ぼす影響は限定的であることが考え

られる。一方、確認制度（新制度）では、指定道路（大

型車誘導区間及び重要物流道路）が経路検索結果に通行

可能な主要道路として表示されることになる。特車の

通行を規格の高い道路へ収斂させていく観点からみる

と、確認制度の導入によって特車の走行経路を誘導し

やすい環境が整いつつあり、大型車誘導区間及び重要

物流道路において、物流ネットワークとしての重要性

が高まってきたといえる。

●5 指定道路ネットワークにおける 
特車の通行ニーズ

前述のとおり、確認制度の導入によって指定道路の

重要性が高まる一方で、指定道路と特車の通行ニーズ

には一定の乖離があるのが現状と考えられる。

大型車誘導区間の指定状況をみると、例えば国道

129号や国道294号、国道354号など、郊外の補助

国道で大型車誘導区間に指定されていない路線がある

ことが確認できる（図－4）。また、特車通行許可不要

区間の指定状況をみると、例えば国道1号や国道294

号、環状七号線など、主要な路線においても特車通行

許可不要区間に指定されていない路線があることが確

認できる（図－5）。

こうした未指定路線は、高速道路や直轄国道の密度

が低い地域で幹線道路としての役割を担っている場合

や、物流拠点等の近傍でラストマイルとしての役割を

担っている場合などが考えられ、一定程度の特車の通

行ニーズがあると考えられる。「事業者が通りたい道

路」に対する理解を深めながら、「計画者が通って欲し

表－1　指定道路ネットワークと特車制度の関係

（出典：国土交通省資料をもとにIBS作成）

図－4　大型車誘導区間の指定状況
（出典：国土交通省）

図－5　特車通行許可不要区間の指定状況
（出典：国土交通省）



� IBS�Annual�Report�研究活動報告�2023 25

	 Ⅱ．研究論文

い道路」とのすり合わせを図り、特車の通行を規格の高

い道路へ収斂させていくことが重要である。

●6 円滑で適正な特車通行の実現に向けて

（1）指定道路の拡充と経路誘導

円滑で適正な特車通行の実現に向けて、まずは指定

道路の拡充と指定道路への経路誘導を両輪で進めてい

くことが必要である。道路の階層構造を考慮し、高速

道路や直轄国道の走行を最優先に、高速道路や直轄国

道の密度が低い地域においては補助国道や主要地方道

についても有効活用しつつ、都道府県道や市町村道に

ついてはラストマイルとしての最低限の利用に留める

ことが望ましい。

前述のとおり、通行ニーズの高い未指定路線は、高

速道路や直轄国道の密度が低い地域で幹線道路として

の役割を担っている場合や、物流拠点等の近傍でラス

トマイルとしての役割を担っている場合などが考えら

れる。「事業者が通りたい道路」に対する理解を深めな

がら、「計画者が通って欲しい道路」とのすり合わせを

図り、特車の通行を規格の高い道路へ収斂させていく

ことが重要である。

今後は、「事業者が通りたい道路」を定量的に分析す

るとともに、これを考慮した「計画者が通って欲しい道

路」の計画手法の検討や指定道路の充実・整理を進める

ことが重要である。さらに、確認制度の導入によって

特車の走行経路を誘導しやすい環境が整いつつあるこ

とを鑑み、確認制度の運用を通して、自然と特車の通

行経路が収斂されていくこと、さらに理想的には物流

施設の立地が規格の高い道路の沿線へ誘導されていく

ことにも期待したい。

（2）制度・システムの継続的な改善

前述のとおり、特車の通行については、道路管理者

の事務負担を軽減し、事業者の利便性を高めるため

に、許可制度及び確認制度が導入され、自動審査によ

る手続きの迅速化に取り組まれてきた。自動審査の対

象とするためには、道路情報（特車の審査のために必

要な諸情報）が電子化されていることが必須要件であ

る。しかしながら、地方自治体が管理する道路につい

ては、道路情報の電子化割合が特に低い状況にある。

特車制度の運用にあたり、道路情報の電子化は極めて

重要な役割を果たすことから、地方自治体と十分なコ

ミュニケーションを図りながら、道路情報の電子化を

促していくことが重要と考えられる。

また、確認制度が導入されたことで、当面は許可制度

と確認制度という2つの通行制度が運用されていくこと

になる。制度体系が複雑であることから、事業者の法令

遵守を適切に支援するとともに、道路管理者にとって運

用しやすい制度となるよう、継続的な制度改善を図り、

適宜制度設計を見直すことが重要と考えられる。

加えて、制度設計の見直しに対応したシステム改善

に取り組んでいくことが重要である。これまでも、複

雑な特車制度を円滑に運用するために、継続的なシス

テム改善に取り組まれてきた。特車制度については、

制度設計のみならず、運用されているシステムそのも

のも複雑多岐にわたるため、システム改善は容易でな

いと考えられるが、制度の見直しとシステムの見直し

を円滑に連携するための体制を構築することとあわせ

て、継続的な検討が重要と考えられる。

（3）特車通行のモニタリングや取締り

これまで、特車の通行実態を把握するためには、取

締り基地での取締りやWIM（Weigh� In�Motion、自動

重量計測装置）での取締りといった、限られた箇所で観

測を行う方法しかとることができなかった（図－6）。

特に取締り基地での取締りについては、人的資源等の

制約から特定の時間と場所を対象に、対象車両をスク

リーニングして実施せざるをえない実態があり、特車

の通行実態について十分に把握することが難しい状況

があった。

確認制度が導入されたことにより、ETC2.0車

載器を活用したモニタリング環境が整いつつある。

ETC2.0を取締りに活用することとあわせて、これを

有効活用して特車の通行をモニタリングすることが重

要と考えられる。モニタリングデータをもとに「事業者

が通りたい道路」と「計画者が通って欲しい道路」を重

畳し、定量的にニーズや課題を分析することで、指定

道路を含めた特車制度の改善や経路誘導のための方策

を検討することが期待される。

（4）官民連携の推進

制度改善に向けて、積極的に官民連携を図ることが

重要と考えられる。例えば、動態管理・運行管理サー

ビスとの連携による運行管理者の特車管理支援、カー

ナビアプリ等との連携によるドライバーに対する通行

経路遵守支援など、官が保有する情報を峻別して民間



� 26 IBS Annual Report 研究活動報告 2023

Ⅱ．研究論文

へ公開することで、円滑な制度運用を支援する多様な

サービスが実現することが期待される。円滑で適正な

特車通行の実現に向けて、官民連携でDXをさらに加速

させることが重要と考えられる。

●7	 おわりに
本稿では、指定道路ネットワーク制度を含めた特車

通行に関するこれまでの施策動向をレビューするとと

もに、指定道路ネットワークと特車通行の関係を整理

し、特車の通行円滑化と適正化に向けた政策課題等に

ついて考察した。

新たな通行制度の導入で特車通行制度の転換点を迎

え、特車の通行実態はこれから大きく変化していくこ

とが考えられる。当研究所では、引き続き物流を取り

巻く不確実な社会情勢や特車に関わる動向を注視しな

がら、指定道路の拡充と経路誘導、制度・システムの継

続的な改善、特車通行のモニタリングと取締り、官民

連携の推進等に取り組み、今こそ、インフラDXによる

大型車両の通行円滑化と適正化に貢献していきたい。
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https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/


� IBS�Annual�Report�研究活動報告�2023 27

� Ⅱ．研究論文

1都市地域・環境部門（東北事務所）　研究員　博士（工学）　2東北事務所次長、都市地域・環境部門　担当部門長兼グループマネジャー
3都市地域・環境部門（東北事務所）　研究員　4都市地域・環境部門　研究員　博士（経済学）　5都市地域・環境部門　研究員
6都市地域・環境部門　情報員　7都市地域・環境部門（東北事務所）　情報員

「ひと中心の道路空間」への転換　〜仙台市・定禅寺通再整備の取組み〜
Transformation of Urban Streets into People-Oriented Spaces 
 – Redevelopment of Jozenji-dori Avenue, Sendai

青野貞康 1　福本大輔 2　西山良孝 3　蛯子　哲 4　近藤和宏 5�
笹　圭樹 3　廣瀬　健 3　千葉妙子 6　伊藤　京 7

By Sadayasu AONO, Daisuke FUKUMOTO, Yoshitaka NISHIYAMA, Akira EBIKO, Kazuhiro KONDO, 
Keiju SASA, Takeshi HIROSE, Taeko CHIBA, and Miyako ITO 

●1 はじめに

近年、賑わい創出や、地域の活性化を目的として、

まちなかを「車中心」からウォーカブルな「ひと中心」

の空間への転換を図る取り組みが、国内外の様々な都

市で推進されている。わが国では国土交通省が「居心地

が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けた官民の取

り組みを支援する制度を整えており、2020年の道路

法改正では、「歩行者利便増進道路（通称ほこみち）」制

度が創設され、道路上での憩いや飲食といった様々な

活動の場が創出できることとなり、道路が持つ空間機

能のひとつとして「滞在活動機能」が新たに加わったと

されている1）。

宮城県仙台市（人口109.8万人、2023.5.現在）で

は、国の制度を活用しながら、居心地が良く歩きたく

なるまちなか空間づくりを促進し、回遊性が高く、魅

力的なまちづくりを推進している。「せんだい都市交通

プラン2）」（2019）では施策の一つとして、都心の賑

わいや回遊性の向上のために、民間と連携した道路空

間の利活用に取り組むこと、道路空間の再構成を検討

し、沿道の土地利用や交通機能の確保、街路樹が形成

する緑陰等を考慮した歩行者空間等を創出することが

掲げられている（図－1）。

仙台市のシンボルロードである定禅寺通でも、2017

年度以降官民が連携して、道路空間の再構成とエリア

マネジメントの導入によるエリアの活性化が検討され

ている。当研究所では仙台市より業務委託を受け、道

路空間再構成による交通影響評価や大規模社会実験の

効果計測、定禅寺通再整備に関する市の方針である「定

禅寺通再整備方針3）」（以下、再整備方針という）の策

定支援等に携わってきた。

本稿では定禅寺通における「ひと中心の道路空間」の

創出の取り組みについて、定禅寺通活性化の経緯や、

当研究所が調査・分析した大規模社会実験の効果、道路

空間再構成の方針等について紹介する。

●2 定禅寺通再整備の経緯

仙台市都心部に位置する定禅寺通（市道定禅寺通線、

延長約0.71km、幅員46m）は、美しいケヤキ並木

やせんだいメディアテーク等の主要な文化施設があ

り、また定禅寺ストリートジャズフェスティバルや、

SENDAI光のページェントをはじめとする様々なイベ

ントの舞台として、市民や来訪者に親しまれる仙台市

のシンボルロードとなっている（図－2、図－3）。

定禅寺通エリアでは、1991年に公民連携による定

禅寺通街づくり総合プランが策定され、地区計画・景観

図－1　賑わいや回遊を支える道路のイメージ2） 図－2　定禅寺通の位置
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地区等による規制、道路空間のリニューアルや中央緑

道整備等が実施されたほか、市民主体のまちづくり活

動やイベント等での空間利活用が行われてきた。

近年、仙台市の都心部では、歩行者交通量が仙台駅

周辺で増加する中、仙台駅から離れた箇所では減少す

る等、人の流れと賑わいが仙台駅周辺に集中する傾向

が見られ、回遊性の低下や、仙台駅前とならぶ都心の

拠点である定禅寺通エリアの活力低下が懸念される状

況にある。

定禅寺通エリアの魅力を高め、人の流れを引き寄せ

ることで、都心全体の回遊性向上と活性化を図るた

め、仙台市では2017年から定禅寺通の活性化に向け

た取り組みを開始した。また、2021年5月には、定

禅寺通エリアを含む「勾当台・定禅寺通エリア」にお

いて、まちづくりの理念と取り組みの方向性を示した

「勾当台・定禅寺通エリアビジョン4）」（以下、エリアビ

ジョンという）が策定された。一方、2018年には地域

の関係者によって「定禅寺通活性化検討会」（以下、検

討会という）が設立され、官民が連携して定禅寺通の道

路空間の再構成や利活用の方向性についての検討・議論

を行ってきた。また、歩道や中央緑道を利活用する小

規模な社会実験が断続的に実施されたほか、2019年

には短期間の一部車線規制が行われ、周辺交通への影

響が調査された。

これらの検討や交通シミュレーション結果等を踏ま

え、2021年夏には定禅寺通の車線を一部削減し、拡

張した歩行者空間を利活用する「大規模社会実験」が実

施された。

2022年3月には、検討会での議論をもとに、定禅

寺通エリアの関係者が将来のまちづくりの方向性を共

有し、その実現を目指し取り組んでいくための指針と

して、「定禅寺通エリアまちづくりビジョン2030（ま

ちづくり基本構想）5）」（以下、基本構想という）が策定

され、まちづくりの理念と目指すまちの姿、実現に向

けたプロジェクトメニュー等が取りまとめられた。

2023年3月には、エリアビジョン、基本構想等を

踏まえ、仙台市として定禅寺通の道路・公園空間の再整

備の方向性や考え方、整備概要、整備スケジュール等

を示す再整備方針が策定された。今後は再整備方針を

もとに道路空間再構成の設計・工事が進められる予定で

ある。

●3 大規模社会実験 
「JOZENJI STREET STREAM」

（１）実験の概要

定禅寺通の車線削減の交通への影響と、道路空間利

活用の日常化に向けた効果や課題等を調査するため、

2021年8月20日から9月7日にかけて大規模社会実

験「JOZENJI�STREET�STREAM」が実施された。

片側1車線削減（一部2車線削減）を基本とした車線

規制が実施され、拡大された歩行者空間や中央緑道等

において様々な利活用イベントが企画された。また、

定禅寺通は「普通自転車歩道通行可」の規制となって

いるが、実験期間中はこの規制を解除し、車道に自転

車専用通行帯や矢羽根を設置した（図－4～6）。大規

模社会実験はコロナ禍の影響を強く受け、実験開始日

の8月20日にはまん延防止等重点措置が適用されたた

め、飲食店等を中心に多くの集客コンテンツが中止や

図－3　定禅寺通の車線構成（現況）3）

表－1　近年の定禅寺通エリア活性化の取り組みの経緯 
（2017年以降） 

年月 仙台市の取り組み 地域における取り組み

2017.4. 定禅寺通活性化室設置

2018.10. 定禅寺通活性化検討会
設立

2019.10. 道路空間利活用社会実験「定禅寺通ストリート
パーク’19」実施

2021.5. 勾当台・定禅寺通エリ
アビジョン策定

2021.8-9 . 大規模社会実験「JOZENJI�STREET�STREAM」
実施

2022.3. 定禅寺通エリアまちづ
くりビジョン�2030
（まちづくり基本構想）
策定

2022.5. 定禅寺通活性化検討会
解散・新エリマネ体制

2022.7. 歩行者利便増進道路
（ほこみち）に指定

2023.3. 定禅寺通再整備方針策
定
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内容の変更を余儀なくされ、8月27日には緊急事態宣

言の発令によって全集客コンテンツが中止となった。

なお、車線規制は予定通りの期間で実施された。

（2）交通への影響

車線規制や空間利活用による周辺交通への影響を把

握するため、様々な交通調査が実施された。

定禅寺通周辺道路の自動車交通量や、周辺道路を通

行する車両の所要時間は実験前と比べ大きな変化は見

られず、車線削減による影響は殆ど生じなかった。

定禅寺通の歩行者や自転車交通量も、実験前と比べ

て大きな変化はなかったが、中央緑道で出店イベント

が行われた日は歩行者交通量が増加しており、空間利

活用による効果があったと考えられる。

自転車通行空間については、車道に自転車専用通行

帯を設置することで車道走行が増加したものの、他の

車両との錯綜は殆ど見られなかった。一方、歩道上で

の自転車のルール・マナー違反が多く見られたほか、市

役所やコールセンターへ寄せられた意見でも自転車に

関するものが多く、広報や啓発活動等を通じて自転車

の車道通行ルールの浸透を図ることが課題であると考

えられる。

（3）利活用効果の把握

a） マッピング調査

定禅寺通の各エリアで、どのような人がいつ、どこ

で、どのように過ごしており、それが空間利活用に

よってどのように変化したのかを把握するため、マッ

ピング調査を実施した。マッピング調査は、定禅寺通

を小エリアに分割し、各小エリア内の全ての滞在者の

属性、活動場所、活動時間、活動内容（以下、アクティ

ビティ）を調査員が目視で把握し、調査票に記入するも

のである（全数調査）（図－7）。

マッピング調査の結果、実験期間中の定禅寺通の

滞在者数は事前よりも増加した（平日は約2.0～2.4

倍、休日は約2.0倍）（図－8）。また、平日の総活動量

（人・時）は、実験前と比較すると約1.2～1.4倍に増

加した。一方、休日はキッチンカーや中央緑道に出店

した物販屋台での買い物等、短時間のアクティビティ

図－4　車線規制の様子 
（IBS撮影）

図－5　路上に設置されたパークレット 
（IBS撮影）

図－6　キッチンカーの出店 
（IBS撮影）

図－7　マッピング調査エリア図
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が増加したため約0.8倍となった（図－9）。

また、アクティビティ別の滞在者数を見ると、平

日、休日ともに実験前にはほぼ見られなかった「買い

図－8　定禅寺通の総滞在者数

図－9　定禅寺通の総活動量（人・時）

図－10　アクティビティ別滞在者数（平日） 図－12　国分町三丁目エリアの活動量ヒートマップ

図－11　アクティビティ別滞在者数（休日）
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物」が、実験期間中は非常に多く観測されたほか、平日

の「会話・打合せなど」、休日の「遊び」「休息」などの活

動も増加していた（図－10、図－11）。

実験中にキッチンカーの出店やパークレット、テー

ブルセット、ツリーサークルベンチの設置等が行われ

た国分町三丁目エリアについて、活動量のヒートマッ

プを確認した。実験前は歩道の車道側端部に配置され

たツリーサークルや、店舗・施設の軒先を中心に、人の

活動が薄く広がっていたことがわかる。これに対し実

験期間中は、ツリーサークルに加え、キッチンカーや

パークレットの設置箇所周辺に活動が集中しており、

活動場所にメリハリが見られた（図－12）。

b） 追跡調査

定禅寺通で、どのような人が、どこから、どこを

通って、どこまで移動したか、それが空間利活用によ

りどのように変化したのかを把握するため、追跡調査

を実施した。

追跡調査は定禅寺通エリア内の各交通結節点（地下鉄

駅・バス停）での降車客や、エリアの端から徒歩で流入し

た人（グループ）を調査員が追跡し、個人属性や対象エリ

ア内での歩行経路、滞在状況や活動内容を調査票に記録

するものである（サンプル調査）（図－13、図－14）。

追跡中に、対象者が定禅寺通内の店舗・施設等に立ち

寄った時間を追跡時間で除した立ち寄り時間率を見る

と、実験中の平日は事前と比べて立ち寄り時間率が高

くなっており、特に交通結節点から追跡した場合に大

きく上昇していた（図－15）。

また、歩行経路の密度を見ると、晩翠通以東の定禅

寺通の歩道や、一番町通で密度が高く、よく利用され

ていることがわかる。また、実験期間中は中央緑道の

コンテンツを経由する移動が見られ、事前と比べる緑

道の密度が高くなっていた（図－16）。

図－15　立ち寄り時間率

図－16　歩行経路の密度

図－13　追跡調査の対象範囲

図－14　追跡調査のイメージ
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c） アンケート調査

社会実験の影響や公共空間利活用に対する意向等を

把握するため、社会実験への来訪者、非来訪者、沿道

関係者、イベント出店者といった様々な立場の人々を

対象にしたアンケート調査を実施した。

来訪者と沿道関係者のアンケートで共通する設問へ

の回答を比較することで、立場によるニーズ等の違い

を把握することができた。

歩行者空間拡大に対する賛否については、いずれも

過半数が賛成しており、特に来訪者の賛意が約8割と

高くなっていた（図－17）。

拡幅された歩道の広さに対する評価については、来

訪者は約8割が通常時よりも歩行者空間が拡大された

方が良いと回答している（図－18）。

歩道がテーブルやベンチ、キッチンカーの設置等で利

活用されることに対する評価については、両者ともに、

「エリアに活気が出てよい」の割合が最も高かったが、

沿道関係者の選択割合が約7割と特に高かった。また、

沿道関係者は歩行者の安全対策や、ポイ捨て・迷惑行為

への対応を選ぶ割合が比較的高かった（図－19）。

d） まとめ

定禅寺通での来訪者のアクティビティや移動経路を

把握するためのマッピング調査、追跡調査の結果から

は、道路空間に滞留の場所やサービスを提供すること

で人々の多様な活動が誘発され、活動の内容も変化す

ること、イベントの実施により回遊経路も変化し、滞

在行動も誘発されることが確認された。また、アン

ケート調査の結果から、歩行者空間の拡大や歩道の利

活用について肯定的な意見が多いことが確認された。

ただし、コロナ禍の影響によりイベントや出店の多

くが中止されており、当初予定していた規模での利活

用効果や評価を把握することはできなかった。

●4 定禅寺通エリアの活性化と 
定禅寺通再整備の方針

（１）基本構想の策定

検討会では大規模社会実験結果も含むこれまでの検

討内容を踏まえて、2022年3月に基本構想を策定し

た。基本構想ではまちづくりの理念と目指すまちの

姿、それを実現するための「ひと中心の空間づくり」

を掲げ、エリアの特徴を生かしたまちづくりの考え方

や、実現に向けた4つのエリアブランディング戦略等

をまとめている。

「ひと中心の空間づくり」では、空間利活用の熟度な

どに応じて、段階的に道路空間の再構成を図ることと

し、まずは2030年を目標に空間利活用の気運を醸成

し、「空間利活用常態期」に向けた取り組みを進めるこ

 

図－17　歩行者空間拡大に対する賛否

 

図－18　歩行者空間の広さに対する評価

 

図－19　歩道の利活用に対する評価
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ととしている（図－20）。

基本構想策定後、検討会は新たなエリアマネジメン

ト推進体制（定禅寺通街づくり協議会・一般社団法人定

禅寺通エリアマネジメント）に、基本構想と今後のまち

づくりを引き継ぎ、2023年5月に解散した。

（2）再整備方針の策定

仙台市ではエリアビジョンや基本構想等を踏まえた

再整備方針を2023年3月に策定した。

再整備方針では定禅寺通エリアの目指すエリア像と

して、

・�近隣の居住者や従業者の他、多様な人々が日常的

に訪れ、美しいケヤキ並木のある豊かな公共空間

で時間を過ごし、楽しむことができるエリア

・�市民協働や文化芸術の舞台として、多様な人々が

様々な挑戦を行う場となり、市民活動やクリエイ

ティブな活動が日常的に展開されるエリア

を掲げ、その実現のために「公共空間の形成（ハード整

備）」と、整備された空間における「多彩な活動の推進

（ソフト施策）」を官民が連携して進めていくこととして

いる（図－21）。

また、仙台市が民間による利活用を見据えた道路空

間再整備を実施し、それをきっかけに空間利活用による

賑わいが生まれることで民間投資が呼び込まれ、それに

よって都市機能が高質化し、さらに人を惹きつけ賑わ

いが高まるといった、活性化の好循環（スパイラルアッ

プ）を目指して取り組むこととしている（図－22）。

定禅寺通の再整備は「定禅寺通シンボルロード整備事

業」（1999～2001年度）の考え方を継承し、仙台市

のシンボルであるケヤキ並木を保全しながら、基本構

想の考え方も踏まえ、以下の方向性に沿って車線削減

を伴う道路空間再構成を実施することとしている。

・�歩行者が安全・快適に通行・滞在でき、豊かな時間

を過ごすことができる「ひと中心の空間」への転換

・�利活用しやすい広い空間・設備が整った、多様なア

クティビティが生まれる環境づくり

車線削減については、基本構想で示されている段階

的な道路空間再構成の考え方も踏まえ、地域が目指す

まちづくりを加速させるためにも、まずは早期に実現

可能な道路空間再構成を進めることとしている。

具体的には、大規模社会実験時と同様、片側1車線

削減を基本に一部区間で2車線削減して歩行空間を拡

大すること、バスベイや荷捌き・停車スペースを確保す

るとともに自転車通行空間を車道上に整備することと

している（図－23～図－26）。

再整備の考え方は、定禅寺通の交通機能と空間機能

の別に整理し、交通機能は自動車と自転車、歩行者の

交通手段別に考え方を整理している。空間機能として

は、ケヤキを現在の位置に保存しながら、歩道や中央

緑道内の滞在・利活用空間を配置・拡張することとして

いる。歩道上の滞在・利活用空間の配置は、通行機能を

確保しつつ車道側に配置するパターン（パターンA）を

基本とし、沿道の利活用ニーズに応じて建物側にも滞

在・利活用空間を配置するパターン（パターンB、C）

も採用することとしている（図－25）。

（3）今後の展望

再整備方針を踏まえ、2023年度には測量・調査・設

 

図－20　基本構想における 
「ひと中心の空間づくり」のステップ5）

 

図－21　官民連携の取り組みイメージ3）

 

図－22　活性化の好循環のイメージ3）
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計が行われ、2024～2027年度にかけて再整備工事

が実施予定となっている。

道路空間の再構成について、検討会では片側1車線

化やトランジットモール化、フルモール化といったさ

らなる車線削減についても議論されてきたが、現状で

は自動車交通の安全性・円滑性の観点や、沿道土地利用

との調整、空間利活用による活性化の気運醸成といっ

た課題が残されており、再整備完成後の交通状況や利

活用実態も踏まえた長期的な検討が必要であると考え

られる。

●5 おわりに

定禅寺通では行政と地域がそれぞれ検討組織を立ち

上げ、相互に連携しながらエリアの将来像や道路空間

の使い方を検討し、社会実験による交通への影響や利

活用効果の検証も踏まえて具体的な再整備案が取りま

とめられた。

このプロセスは、「ひと中心の道路空間」づくりのモ

デルケースとなりうると考えられ、当研究所でも定禅

寺通での知見を各地で進む道路空間再構成の取り組み

の支援に活用してまいりたい。

謝辞
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て取りまとめたものである。仙台市定禅寺通活性化室

及び関係者各位には、多大なる協力を賜った。ここに

記し、感謝の意を表する。

参考文献

１）�久保田尚，大口敬，髙橋勝美（編著）：改訂新版�読

んで学ぶ交通工学・交通計画，2022

２）�仙台市：「せんだい都市交通プラン」，2020.

３）�仙台市：「定禅寺通再整備方針」，2023.

４）�仙台市：「勾当台・定禅寺通エリアビジョン」，

2021.

５）�定禅寺通活性化検討会：「定禅寺通エリアまちづく

りビジョン2030（まちづくり基本構想）」，2022.

図－23　定禅寺通の車線削減の概要3）

図－24　再整備後の車線構成3）

図－25　歩道上の滞在・利活用空間の配置3）

 

図－26　定禅寺通再整備のイメージ3）
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1ウィーン工科大学交通研究所　上席研究員　博士（工学）

COVID-19の影響による交通事業者支援施策のレビューおよび効果
International Review of Measures and Their Effects for Public Transport Operators in Response to the 
COVID-19 Pandemic

柴山多佳児 1

By Takeru SHIBAYAMA

●1 はじめに

新型コロナウイルス感染症（Coronavirus�disease�

2019、COVID-19）は、2019年末に中国で最初に確

認されたSARSコロナウイルス2を病原体とする気道

感染症である。2020年初頭から世界中で感染が拡大

し、パンデミック（世界的流行）をもたらしている。せ

きやくしゃみからの飛沫感染や、ウイルスに触れた手

などが粘膜に触れることなどによる接触感染が主な感

染経路とされている。

世界的な感染拡大の初期にあたる2020年前半に

は、各国の政府が様々な措置を講じたが、多くの国で

中心に据えられたのは、人々の接触を最小限とするた

めの、外出や行動の制限といった市民のモビリティ

（移動可能性）に対する制限と、食料品の購入といった

「エッセンシャル」なもの以外の財やサービスを提供す

る店舗や施設の閉鎖を組み合わせた、いわゆるロック

ダウンであった。ロックダウンの実施状況は国や地域

ごとに異なるが、多くの国では初期のロックダウンの

みならず、感染状況の推移や、後のデルタ株やオミク

ロン株といった変異種の登場による再度の感染拡大で

も実施された。また、感染者からの飛沫が1.5～2m

程度の範囲に広がるとの知見から、「ソーシャルディス

タンス」と呼ばれる物理的距離の確保も推奨された。

モビリティの制限により経済活動が縮小し、交通需要

そのものが大きく減少したが、公共交通機関はとりわけ

甚大な影響を受けた。公共交通機関には、鉄道車両やバ

スなどを「乗り合い」で利用するという重要な特性があ

る。この乗り合いの特性が発揮される前提は同時的かつ

同方向のまとまった移動需要であるが、交通需要の大幅

な減退はそれを覆した。また空間面から考えると、「乗

り合い」とは本質的には見知らぬ者同士が車内の狭い空

間を高密度で共用することであるが、これは上述の物理

的距離の確保がそもそも困難な環境である。公共交通機

関がCOVID-19の主要な感染拡大の場となっていると

いう医学的なコンセンサスは筆者の知る限り今のところ

ないが、その一方で公共交通機関における感染のリスク

が高いかどうかに関する議論は、パンデミック初期から

世界各地で起こっている�例えば1）。

こうしたCOVID-19の対策と乗り合いの相容れな

さがある一方で、公共交通機関には徒歩や自転車での

移動距離帯を超えた距離の移動を自動車なしで可能と

する公益的役割がある。在宅勤務が推奨されたモビリ

ティの制限下においてさえ、エッセンシャルワーカー

と呼ばれる出勤が必要な職種の人々の通勤などには、

公共交通機関は欠かせないものである。こうした公益

性を背景に、パンデミックにおける行動制限下であっ

てもサービス提供を継続する要請が公共交通機関に対

して存在する。

このように公共交通機関は、その特性である「乗り合

い」の前提がモビリティの制限下で崩れ、物理的距離を

保つことによる感染対策も難しい中で、公益的な役割

を担い続けねばならないという、矛盾した状況に陥っ

た。様々な形での公的な支援を必要とすることとなっ

たが、その支援の方法や内容、そして効果は、国や都

市ごとに異なるものであった。

本研究は、公共交通機関における対応がどのようなも

のであったか、各国の対応状況や支援策をレビューする

とともに、その効果を整理し、得られた知見を日本にお

ける対応と比較することで、その特徴や課題を見出すこ

とを目的とした。さらに、それを基にして、わが国の公

共交通政策に対する示唆を得るべく考察した。

●2 調査の方法

COVID-19は新しい感染症であり、各国で行われ

たモビリティの制限や、ましてや公共交通への支援策

については、政府機関やメディアの断片的な情報が多

い上に、重要な情報はほとんどが現地語のみでまとめ

られていると考えられるが、筆者自身が読み書き可能

な言語には限度がある。その一方で、現地の専門家
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であれば一定程度は状況を網羅的に把握していると推

測される。そこで、世界交通会議WCTRSの分科会

SIG�G2�National�and�Regional�Transport�Policy�

and�Planning�と筆者自身の個人的な専門家のネット

ワークを通じて、各国の研究者に文章で整理した形で

の情報提供を呼び掛けた。ただし、単なる情報提供の

呼びかけではうまく集まらないことが容易に想像され

る一方で、まとまった情報がないことは英語でも同様

であり、英文で公表することも学術的知見として重要

と考えられる。そこで、これら協力者らからの成果を

まとめたものをWCTRS-Elsevier�Book�Series� の

英 文 書 籍�“International�Perspectives�on�Public�

Transport�Responses�to�COVID-19”�として刊行す

ることとし、協力者へのインセンティブとした。最終

的には38名から20の国や地域、都市に関する情報を

得た。協力者の一覧は最終報告書に付する予定である。

なお、上述の英文書籍は各国からの情報提供を基盤

とする部分と、本レビューの枠外とはなるがWCTRS

分科会のイニシアチブとしてテーマ別に国横断的に分

析する部分から構成している。2023年中の刊行を目

指して編集を進めている。

●3 国・地域単位の支援策の概略

本節では各協力者から提供された情報を基に、筆者

が収集した情報を併せつつ、各国での支援策の概略を

まとめる。国全体をカバーするケースと特定の地域や

都市にフォーカスしているケースがあるが、これは協

力者の情報提供の枠組みに対応したものである。

（1）アジア太平洋地域

オーストラリアは、パンデミック初期は国境の封鎖

によってCOVID-19感染者を抑制したが、南半球の

冬にあたる2020年半ばになって感染者数が増えロッ

クダウンなどが行われるようになった。豪州の都市は

全体に低密で、公共交通はCBD（中心業務地域）から

郊外に向けて放射状に延びる形で、公共交通の重要性

は相対的に低い。公共交通関連の主な権限は州政府に

あり、共通してパンデミック前のサービス水準で継続

する方策をとった�。ただし国全体を統括する組織や事

前の対応計画はなく、クイーンズランド州ではサービ

スを増強して対人距離の確保をしやすくした一方で、

ニューサウスウェールズ州ではコスト削減のため運行

本数を減らすなど、州政府により対応が異なる結果と

なった。財政面では主に州政府が支援した。

ニュージーランドのオークランドではロックダウン

中の公共交通利用者は80%程度減少し、2022年中ご

ろの時点では2/3程度の回復に留まる。週末ダイヤな

どを利用した減便がおこなわれたが、国のアンケート

調査では、28%の回答者が減便によって利便性が損な

われたために公共交通を利用しなくなったと回答して

いる。公共交通ネットワークは豪州と同様にCBDとの

往来に向けたものとしてできており、在宅勤務や他所

に居住するリモート勤務が増加したことでCBDへの通

勤者が減少し、公共交通のみならず土地開発の計画に

も影響を及ぼした。ただし報告時点では長期的見通し

は不透明である。

ソウル（韓国）は地下鉄とバスで組織形態が異なり、

対応も異なった。地下鉄は基本的に公企業であるが行

政からの特段の財政的支援は行われておらず、事業者

自らが副駅名の命名権販売によって増収を図るなどの

工夫をしているものの、従前からの累積赤字がさらに

膨らむ事態となり本質的解決には至っていない。また

運転手らの給与削減を試みた結果ストライキに発展す

るなど、解決の努力が別の問題を生み出した。バスは

後述する欧州のPSOと似たソウル市政府とバス会社の

間の契約制による「準公共」の組織形態であり、この枠

組みの中でバス会社への財政的支援が行われた。

北京とその他の中国本土の都市における公共交通はす

べて公営であり、財政的な面では特に大きな課題が生じ

てはいない。しかし「ゼロコロナ」の方針のもとで感染

が急増する都市の一部分を完全に封鎖する方策が採られ

たために、それに応じて封鎖地域を避けた運行のための

経路変更をしばしば迫られるなど、厳格なロックダウン

に付随する課題に事業者がしばしば直面した。

台北と高雄をはじめとする台湾の諸都市では、行動

制限は行われなかったものの、2002年のSARSの教

訓などを背景に人々が自発的に行動を抑制したこと

で、公共交通需要も大幅に減少した。2019年6月と

2021年6月を比較すると、台北や高雄の地下鉄とバ

ス、高速鉄道、都市間バス、空港連絡鉄道のいずれも

が80～90%の乗客減であった。民間事業者には特に

支援がなかったが、自己資本の半分を超える赤字を計

上する事業者が多数現れ、この状況が銀行等からの資

金調達をさらに困難とした。なお、感染経路同定のた

めにICカード乗車券と個人情報の紐づけが推奨された
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のは他からの報告にはない特徴である。

マレーシアのクアラルンプール首都圏では、対

2019年比で2020年の公共交通の乗客はモードを問

わず半減した。2021年には公共交通利用にはワクチ

ン接種が義務付けられるなど、利用の制限が大きい。

タイでは夜間外出制限や地域間の移動制限がおこな

われたほか、公共交通機関では乗客数や駅での滞留人

数の制限が政令によって行われ、バンコク都市圏では

政令より先行して実施する場合もあった。都市部では

ロックダウン中は乗客がパンデミック前の25%程度ま

で落ち込んだが、各種制限解除後の2022年9月時点

では都市鉄道は90%程度に回復している。バスは半分

程度までしか回復していないが、一部での路線変更や

民営化に伴う値上げの影響が大きいとみられる。

（2）ヨーロッパ

欧州ではEU規則1370/2007で定められた「公共

サービス義務」（Public�Service�Obligation,�PSO）に

よって州や市といった権限を持つ行政が計画策定と運

営上の資金調達を行い、契約関係かそれに準じる形で

公共交通事業者が運営を担う形態が一般的である。

トルコからの報告では、2020年の3～4月の感染拡

大初期に、公共交通需要が2019年比で約70～90%

減少した。同年夏には半分程度に持ち直したが、冬の

感染拡大で再び1/3程度まで減少した。特に自動車利

用への転換が顕著であり、首都のアンカラでは公共交

通と自動車の交通手段分担率がパンデミックを機に逆

転し、その状況が2021年半ばまで継続している。自

動車利用へ転換した乗客が戻らずに固定化することが

懸念されている。

クロアチアはパンデミックの初期にあたる2020年

3月21日に、その2日後からのロックダウンに先立っ

て国レベルで一時的に公共交通を完全に停止した。

首都のザグレブ市では、出勤が必要なエッセンシャル

ワーカー専用に通勤用のバスが設定された。その後の

緩和段階でも定員の40%までしか利用を認めないなど

大幅な利用制限を行った。人口4万人以上の都市にお

ける従業員10名以上の事業者の公共交通の輸送量（人

キロ）や輸送人員の統計を2019年と2022年で比較す

ると、輸送量では8%の減少にとどまるが、乗客数は

33%の減少となっており短距離の利用の減少が多いと

みられるが、その理由は不明である。

チェコの主要都市では、PSOによるサービス提供

義務を背景に運行が継続され、全体では2020年の対

2019年比での供給量（車両キロ）の減少は6.6%にと

どまったが、輸送人員は40%の減少であった。乗車券

等からの収入は22%の減少にとどまったが、輸送人

員ほどの減少でないのは年間パスなどのサブスクリプ

ション型乗車券の所有者が多いためであり、大都市ほ

どこの傾向が顕著である。プラハのケースでは運賃収

入の減少が29%であったのに対して、利用者は53%

も減少している。

ハンガリーでは、初期はPSO契約を担う各自治体の

判断に任されたため事業者や都市により異なる対応と

なったが、週末ダイヤなどを利用した供給の調整が行

われた。同国での第2波・第3波の際には、対人距離確

保を容易にすべく増発を行った例もある。また国鉄も

エッセンシャルワーカーや工場労働者など出勤が必要

な業種の従業員の通勤利用が多い路線を中心に増結や

増発を行ったが、逆に利用者の落ち込みが激しい地方

部の鉄道路線ではバス代行輸送に切り替え、2021年

になってから順次鉄道に戻したケースもある。輸送量

（人キロベース）では50～70%の一時的な減少があっ

たが、2022年半ばまでには長距離の鉄道利用はおお

むね回復し、地方部のバスや都市交通はパンデミック

前の80%程度の水準に回復している。運賃収入の減

少分を補うために事業者に公的資金の投入がなされた

が、これはPSO契約を所管する自治体と事業者の間の

交渉によって決められた。

ドイツの首都ベルリンとオーストリアの首都ウィー

ンの公共交通事業者は、いずれも市内交通は市の下に

ある公営事業者、郊外鉄道S-Bahnは連邦政府の傘下

にある公営事業者の運営である。パンデミックの初

期のみ、両市とも週末ダイヤ（ウィーン）や10分間

隔（ベルリン）といった減便対応を行ったが、深夜帯

はウィーンでは減便・運休、ベルリンでは夜勤の通勤

などを勘案して運行が継続された。対2019年比での

2022年中頃の乗客数は、ベルリンでは2019年と同

水準まで回復した。ウィーンでの回復は80%程度に

とどまるが、交通手段分担率でみると徒歩と自転車へ

の移行が大きい。両国とも事業者に対して公的資金が

投じられたが、パンデミック前における運賃収入での

運営費用のカバー率がベルリンは47%（2020年）、

ウィーンは60%（2015年）で、PSOの枠組みでも

ともと一定程度の公的な費用負担がなされており、こ
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の枠内で公的負担を増額する手法が主に採られた。な

お土方2）�のまとめでは、2020年だけでドイツ全体の

都市・地域公共交通の運賃収入減が31億ユーロであ

るが、そのうち25億ユーロは連邦政府からの追加的

財源で、権限を持つ州政府を経由して補填された。ま

たオーストリアでは商業運行される長距離列車に対し

て、乗客急減によるサービス停止の可能性を根拠にEU

のPSO規則で定められた緊急避難措置が適用され、随

意契約による直接的資金投入がおこなわれたのが特徴

的である。なお両国とも日本の雇用調整助成金と同様

の措置が全産業対象に取られ、公共交通事業者も活用

していたとみられるが、この数字は含まれない。

なお、ハンガリー、ドイツ、オーストリアのいずれ

も、COVID-19のパンデミックの最中から、全土の公

共交通サブスクリプション制度を導入したことは付記に

値するであろう。オーストリアは2021年10月より、

ハンガリーとドイツは2023年5月より導入しており、

オーストリアは全土の長距離列車や高速鉄道を含むほぼ

すべての陸上公共交通機関、ドイツは快速・普通列車や

路線バスなどの全土の近距離公共交通機関、ハンガリー

は路面電車のような市内で完結するもの以外の全土の快

速・普通列車と路線バスが対象となっている。

フランスはパンデミック前から交通税などを財源

に公共交通への公的負担がおこなわれており、パリ

など大都市でも運賃収入で賄うのは運営費用の40～

50%、小都市では10%以下のこともある。都市圏

ごとに合計330のAOMと呼ばれる交通政策当局があ

り、同国の面積の25%、人口の75%がAOMの域内

となる。ロックダウン中も公共交通の運行は継続され

たが、フランスでは学校の閉鎖時に親が在宅の権利を

得たため、人員面での工面は特に事業者にとって課題

であった。パリを含むイルドフランス地域圏に19億

ユーロ、その他の地域圏に合計12億ユーロの資金供給

が中央政府からなされ、運賃収入の減収分と、休業措

置などに起因する交通税の減収分の補填がされた。さ

らに公共交通への政府による投資も、パンデミック前

の2009年の計画の4.5億ユーロから倍の9億ユーロ

へと増額された。

イタリアはパンデミック初期に欧州で最も甚大な影

響が出た国であり、2020年のGDPが前年比マイナス

12.4%を記録するなど経済的影響も甚大であった。

感染リスクに応じて地域ごとに黄、橙、赤の区分けが

なされ、橙や赤の地域では他地域への移動制限など行

動制限が課せられる状況が2022年3月末まで続き、

他国よりも厳しい措置が採られた。高速鉄道など商業

的に運行されるものは、一時はほぼすべてが運休した

が、行政との契約下で運行される公共サービスは一定

水準が維持された。公共交通機関は定員の50%（のち

に80%）での利用とされ、それと需要に応じて供給

を調整するよう通達がなされた。2021年の対2019

年比での旅客需要は30～42%の減少と推計され、

2021年、2022年ともにイタリア全体の公共交通に対

して10億ユーロ程度の追加的支援が必要と見積もられ

ている。2019年水準までの回復には2024年頃まで

かかるとみられているが、インフレなど利用者数を押

し上げる要因もみられる。また人口密度の低い地域ほ

ど移動需要全体の減少が著しい傾向が報告されている。

ベルギーには公共交通事業者は公営のものが全土に

4社あるのみで、パンデミック前同様に運行を継続し

たり、事前に策定されたストライキ対応ダイヤで路線

を絞って運行するなどしたが、2021年初頭までに元

のサービスに戻した。対人距離確保のため最前部のド

アを締め切った運行としたことでバスでの不正乗車が

増えたとの報告がある点が興味深い。乗客の戻りは週

末の方が早く、週末の鉄道利用客数は2022年前半に

はパンデミック前の水準に戻った。通勤客は、バスで

は10～12%、鉄道では20%程度減った状態が継続

するとみられている。なお協力者が筆者からの依頼に

あたって事業者すべてにヒアリングを実施しており、

その成果は英語論文3）としてすでに公開されている。

イギリスでは、2020年3月にはロンドン以外のバ

スの旅客が90%、鉄道の旅客が96%も減少した。

2022年11月時点でバスはパンデミック前の81%、

鉄道は71%まで回復しているが、在宅勤務の普及な

どでこれ以上の回復は鈍い。バス事業の場合、2018-

2019年のイギリスの費用負担は40%が公的資金、

60%が運賃収入であり、運賃収入の割合が高いところ

ほどパンデミックの影響が大きい。中央政府が手厚く

資金支援をし、2020年3月に失われた収入への補填

として14億ポンド、さらに8月に2.6億ポンド、さ

らに2021年には2.3億ポンド、そして2022年には

1.3億ポンドの支援など、総額20億ポンドを超える

資金的支援がバス事業者に対して行われた。鉄道はフ

ランチャイズ制であるが、2020年3月から9月まで
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はフランチャイズ契約を一時的に変更して総費用契約

に移行し、資金面と運行継続の支援を行った。以後は

National�Rail�Contracts�という新しい枠組みに移行

したが、配当の支払いを禁止するなど条件付きの総費

用契約という点では同じである。イギリスの公共交通

は規制緩和下で運賃収入の依存度が高いサービス提供

が特徴であるが、これを根本的に見直すべきとの主張

がすでに出ている点は注目に値する�例えば4）。

（3）アフリカ・北米

南アフリカの公共交通はミニバス・タクシーと呼ば

れる定員15名のパラトランジットのシェアが高いこ

とが特徴である。アフリカ諸国でみられる、決まった

出発点で満員になると発車するタイプのもので、経路

は定まるが停留所はなく、旅客の希望に応じた場所で

乗降可能なものである。2020年時点では公共交通利

用者の83%がミニバス・タクシーの利用者である。貧

困層が多く公共交通に依存する市民が多いのも特徴で

ある。鉄道利用者はパンデミック前から架線などの施

設や部品の窃盗や放火、さらに経営問題や汚職などで

もともと低下傾向であったが、パンデミックが追い打

ちをかけた。2020年3月末～5月末まで全面運休し

たが、これにより以前からの問題が悪化しただけでな

く、運休中に貧困層の住民が線路上にスラムを構築し

てその後移転に応じず再開不能となる例もあるなど、

全体に回復の目途が立たない。バス事業はパンデミッ

クにより車両の更新が停滞し、故障の頻発や維持修繕

費用の増加などの悪循環を招いている。それにもかか

わらず2022年9月には2019年の水準まで利用者は

回復しているが、これは上述の鉄道の問題と自動車の

燃料価格の急騰が主因と考えられている。

アメリカでは、全米公共交通協会（APTA）による試

算では2020年4月から2021年末までの21か月間で

488億ドルの減収と見積もられたが、連邦政府による

特別予算措置により公共交通事業者への支援が報告時

点までに3回に分けて行われた。2020年3月の最初の

Coronavirus�Aid,�Relief�and�Economic�Security�

（CARES）法では向こう4～6か月分の運営費用総額

250億ドルが供給され、その後2020年12月に2度目

の支援が行われた。2021年3月までにはAmerican�

Rescue�Planにより追加支援が行われている。報告が

主眼とするカリフォルニア州の場合、それぞれ37.5

億ドル、21億ドル、40億ドルの追加措置の配分で

あった。同州では公共交通の財源として地方消費税に

あたるLocal�Operation�Sales�Taxes�（LOSTs）が平

時の公共交通への公的支出の主要な財源であったが、

経済活動の縮小により大幅な減収となった。同州で

は、対2019年比ではパンデミック初期は8割の需要

減であり、その後も5割減程度で推移し、2021年月

でも約45%の需要減となっており、全米平均よりも落

ち込みが大きい。これはIT企業のような在宅勤務に転

換しやすい業種が他州より多いためと考えられている。

●４ 日本の公共交通のCOVID-19対応の特徴

我が国の感染症対策は、法的枠組みの観点では主

に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律」（いわゆる「感染症法」）による医療面からの

措置、「検疫法」を軸とした水際対策による国外との往

来に関連する措置、「予防接種法」によるワクチンの接

種関連の措置、そして2012年に成立・公布され翌年

に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

（以下「特措法」）による社会的な対策から構成されてい

る。特措法がCOVID-19を対象とするかは初期には議

論があったが、2020年3月13日の法改正で明示的に

対象とされた。その後もCOVID-19対策のために同法

の法改正が幾度かおこなわれている。

この特措法は緊急事態宣言や施設の使用停止等の要

請（いわゆる「休業要請」）などの法的根拠となるもの

であり、COVID-19の社会的な対策との関連では非常

に重要なものである。公共交通との関連での重要な点

は、特措法の下でJR各社や多くの大手民鉄などの鉄道

事業者が「指定公共機関」として国から指定されている

ことである。また都道府県レベルでも、それぞれの域

内で営業する鉄道事業者やバス事業者が指定されてい

るケースが多い。

特措法の規定では、指定機関は新たな感染症発生時

の対策の業務計画を策定する義務を負う。特措法制定

後、かつCOVID-19よりも前に策定された各社の業

務計画も基本的にはこの方針に則ったものとなってい

る。2012年にJR東日本が政府に提出した資料5）�で

は、「社会機能維持の観点から…できる限り必要なサー

ビスの継続に努めて参りたい」としており、事業者の

立場からも基本的なサービスを感染拡大時も維持する

方針が明確化されている。「業務計画」ではJR東海6）

が「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよ
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う…旅客の輸送を適切に行うものとする」とし、小田急

電鉄7）は「旅客および鉄道係員の感染拡大防止による安

全を最優先に、輸送の確保に努める」としていることな

どからも、同様の方針が伺える。また前述のJR東日本

の資料では、「感染リスクが高くなることから…交通需

要の減少や分散のため、外出の自粛や時差通勤を政府

において呼びかけていただきたい」としていることから

も、事業者側はサービス水準は維持することが念頭に

置かれていたことが読み取れる。

このように、特措法の方針を背景に、日本の公共交

通事業者は、感染症発生時には運行を継続する方針を

事前に定めており、COVID-19の初期対応においても

基本的にこの方針が採られた。これは特措法の第一条

で「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び

国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを

目的とする」と明示されていることと対応する。国土交

通省8）もCOVID-19対応として「やむを得ず外出する

方々…の移動ニーズに応えること」とするなど、この目

的に沿った対応の方針を明示している。また車内での

感染予防策や混雑緩和策が実務的観点からの交通分野

の研究で既に行われていたことは他国にはあまりみら

れない特徴である9）。

運営継続の明示的な方針がパンデミック前より明示

的に定められていたのとは対照的に、それを財政面で

裏付ける措置は事前に定められていなかった。これ

は、特措法では新型感染症は最長でも8週間程度の流

行期間と想定されていたことが背景にあろう。国土交

通省のCOVID-19関連の支援策をまとめた資料10）で

は、あくまで「財務面で事業存立基盤が揺らいでいる事

業者について」財政的に支援するとしており、その内

容も感染拡大防止対策や既存の補助事業の要件緩和と

いったものに留まる。

しかしCOVID-19の影響は本稿執筆時点で既に3

年以上に及び、その期間中には定期的なダイヤ改正も

行われた。2021年にはダイヤ改正による終電時間の

繰り上げによる深夜帯のサービス削減が行われ、さ

らに2022年には、東京都心といった高需要の地域で

さえ、日中の時間帯におけるサービスの削減がされた

ことは周知の通りである。こうした削減は緊急事態

宣言発令中の一時的な措置ではなく、特に2021年や

2022年に入ってからのダイヤ改正によって、準恒常

的な措置として行われた点は指摘される必要があろう。

●5 レビューから得られる知見の総合

本レビューから得られる主な知見は多岐にわたる

が、特にわが国の対応との比較から重要であると思わ

れる主な点を以下にまとめる。

第一に、COVID-19のモビリティ制限に対する公共

交通の初動対応は各国で様々であったが、一部の中進

国で特有の事情に起因しつつパンデミックを契機とす

る中長期的なサービス水準の低下や公共交通離れがみ

られるものの、欧州各国など先進諸国ではサービス水

準をパンデミック前の水準に戻すのが基本的な対応と

して共通しており、サービス水準低下の方向へとシフ

トした具体例は、わが国を除くと見当たらない。

第二に、通勤需要など、特定のトリップ目的による

需要の利用の偏りが大きい公共交通システムほど、パ

ンデミックによる中長期的な需要の変化に対して脆弱

である点である。CBDへの通勤需要による利用が主

であった公共交通の乗客の回復が遅い豪州などの例が

これを端的に表しているが、日本における公共交通機

関にも共通しうる脆弱性であろう。また、逆に多種多

様な需要が混在していると考えられる週末の乗客が

2022年までには回復したベルギーの例などが、多様

な需要の取り込みによる脆弱性の回避を端的に物語っ

ている。またパンデミックからの回復にあたっては、

通勤需要は元の水準に戻らない可能性が高いようであ

るが、週末など多種多様な移動需要が混在する時間帯

には回復が早い傾向があることから、感染の懸念から

の自動車など他のモードへの移行による減少によるも

のではなく、在宅勤務など働き方・通勤の仕方の変化に

主に起因するものであることが示唆される。

第三に、公共交通における感染症対策は、SARSや

MERSなどの経験がある東アジアで先行していたが、

これらは主に公衆衛生の観点からの公共交通における

利用者や運行職員の感染対策であり、急激な交通需要

の変化とそれに伴う財政的措置の必要性は基本的には

想定されていなかった点である。

その一方で、第四の点として指摘されるのは、PSO

制度などによる平時からの財政面での公的な関与を前

提とした公共交通システムの方が、その制度的基盤を

用いることで財政面からのCOVID-19対応を実行で

き、財政上堅牢であった点である。もともと公的な負

担が運営に入る独仏などのケースのみならず、イギリ
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スのフランチャイズの一時的変更の例や、オーストリ

アで活用された商業的サービスに対するPSOの緊急避

難措置は、平時からの公的関与が急激な交通需要減の

下でも乗客の減少と収入減による運行途絶のリスクを

補う仕組みとして機能したことが示される。

第五に、英独仏などわが国と直接の比較対象となり

得る先進諸国では、公共交通運営を継続するための直

接の財政的支援措置は、円換算で総額数千億円規模に

及ぶ点である。わが国でも2020年の第2次補正予算

による138億円の「地域公共交通における感染拡大防

止対策」や、総額18兆円もの「新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金」の創設などはあったが、

前者は感染対策、後者はPCR検査体制の拡充から「子

ども食堂」や学生支援まで含めた他の全分野との合算

であり、他の先進諸国における公共交通の直接的な運

行そのものの補助への資金投入は文字通り「桁違い」で

あったことがわかる。

●6 わが国の公共交通政策への示唆

パンデミックによる急激な交通需要減退は、公共交

通システムを支える社会的・制度的基盤に対する、あ

る種のストレステストであったと振り返ることができ

る。わが国では特措法を背景に、たとえ緊急事態宣言

の下であっても、公共交通サービスの継続を基本方針

とすることが事前に明確化されていたことは、評価さ

れるべき事項であろう。その一方で、その継続を裏付

ける財政面・制度面の枠組みは、平時から公的資金を投

じる制度的基盤のある国々と比べると脆弱であった。

公的な補助メニューがあったとはいえ、感染対策を名

目としたものが多く、また経営基盤の脆弱な地方の公

共交通事業者の資金繰りに焦点を置いたものが多い。

これら自体は評価できない内容ではないが、本研究で

レビューした他の主要国と比べると、収入減の補填は

原則として行えないなど制約が多く、運行の継続それ

自体は事業者の自助努力によった部分が大きい。結果

的に、移動需要が急減した緊急事態宣言下などの時期

には従前のダイヤを維持する一方で、移動需要が戻り

つつある回復期に差し掛かった段階で、ダイヤ改正に

よる準恒久的なサービス削減が行われるという、矛盾

ともいえる状況が発生した。

本研究でレビューした他の先進諸国と比べると、わ

が国の公共交通分野のCOVID-19への対応は、特措

法を背景に公共交通の社会の中での役割は強く認識さ

れ、事業者による運行の継続が事前に制度的に織り込

まれながらも、公的な支援には総じて消極的であった

と評価されよう。この点は「交通弱者の足の確保」と

いった福祉的な意味合いは公共交通政策の文脈で強く

認識されながらも、それと「事業」としての面以上の公

共交通の社会の中での役割があまり認識されず、政策

にも反映されることがあまりない平時の状況と、共通

するものがある。

福祉や事業の側面を超えた現代かつ平時における公

共交通の役割には、様々なものがある。公共交通機関の

人キロ当たりのエネルギー効率は自動車の1/5程度11）�

であり、エネルギー消費全体の約2割を占める交通分

野全体の効率を高める点で、公共交通は戦略的な役割

を担いうる。これはエネルギー政策においても重要で

あるが、わが国が2050年までに実現するとしている

脱炭素目標にも直結する。また道路や駐車場による土

地被覆面積の減少は温暖化対策として有効だが、その

ためには自動車への依存度を下げる必要があり、徒

歩、自転車と並んで公共交通が重要な役割を果たす。

また公共交通の質を十分に高め日常の移動手段の選択

肢に十分なり得る社会を構築することは、自動車に依

存せず暮らせる社会という点で、暮らしの質や住み心

地（QoL）の向上に貢献する。これらはいずれも、交

通弱者といった特定の利用者を対象としたものではな

く、また「事業」としての公共交通をはるかに超え、エ

ネルギーや地球環境、暮らしの質や住み心地への貢献

といった、公共交通が持つ公益的な役割である。

その実現の中心にあるのは、自動車以外の「モビリ

ティのための選択肢（Mobility�Options）」として公共

交通を提供することにある。これは、福祉や事業として

の存在を大きく超えて、エネルギー政策、環境政策、

都市・地域政策などの目標から導かれる公益的な役割

を、公共交通機関が十二分に発揮できるようにするこ

とを意味する。EUが「NextGenerationEU」として

COVID-19からの「復興」、すなわち次の平時に向け

て、社会のデジタル化と低環境負荷化に力点を置き、温

室効果ガス削減目標のための施策パッケージである「Fit�

for�55」と協調して、公共交通の大幅なテコ入れを図っ

ているのも、まさにこの点が背景にあるからである。

しかし、この公共交通の公益性ポテンシャルへの

認識は、平時のわが国では特に弱いように思われ、
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これが前述のダイヤ改正など平時の枠組みでの、

COVID-19回復期におけるサービス水準の準恒久的低

下を後押ししてしまっているようにも思われる。

社会全体の持続可能性を高めることの重要さが増す

につれて、交通政策の立て方は従来の建設計画の立

案、すなわち「どこに何を作るのか？」という問題設定

を中心に据える計画から大きく変化し、社会的目標か

ら「逆算」して政策パッケージを立案するバックキャス

ティング的な方式、すなわち「どんな社会を実現したい

のか？そのために何をすればよいのか？」という問い立

てを中心に据えた、目標指向型の計画策定へと変化し

ている12）。EUではこれを「持続可能な都市モビリティ

計画」（Sustainable�Urban�Mobility�Plan,�SUMP）

として都市交通計画分野で結実させ、さらに地方部を

念頭に、Sustainable�Regional�Mobility�Plan� が概

念として提唱されていて議論が進む。

こうした社会的目標から「逆算」されて導かれる公共

交通の役割は、上述のように多面的かつ総じて公益的

である。さまざまなモビリティのニーズに応えるため

に公共交通の運行を継続することがCOVID-19対応の

最も基本に据えられた点に、非常時にはこの多面性・

公益性がわが国でも実は十分に認識されていることが

端的に表れている。ところが運行自体は民間事業者の

自助努力に委ねられ、「ねじれた」状況が生まれた。公

共交通が多面性・公益性のある役割を担うのが非常時

のみということはなく、平時にも重要なのは言うまで

もない。ところが、実は平時に公共交通がそれを発揮

しようとすると、この「ねじれ」が大きな足かせとな

る。その「ねじれ」を解消しつつ公共交通機関が社会

の中で公益的な役割を果たすことができるようにする

ためにも、これまで構築してきた公共交通のインフラ

や制度、民間の公共交通事業者も含めた組織といった

アセットを活かしつつ、公的な関与により公益性を発

揮することが可能な形に改めていくための制度的イノ

ベーションが求められよう。各国からの報告にあるよ

うに、これが結果的に非常時のレジリエンスにもつな

がる。本レビューによるわが国と各国のCOVID-19対

応の比較は、こうしたわが国の平時の課題をも浮き彫

りにしているといえる。
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都市のデジタルツインの展望と課題：欧州のプロジェクトを概観して
Opportunities and Challenges for Digital Twin for Cities: Exploring Projects in EU 

原口正彦 1

By Masahiko HARAGUCHI

●1 はじめに

デジタル化は、私たちの生活のあらゆる面で進行中

である。新興技術であるデジタルツインは、物理的シ

ステムをデジタル上に再現した、言わば「生きている

仮想モデル」という特徴を持つ（Ketzlerら、2020）。

その技術は、製造業や建設業（Harwood�&�Eaves、

2020）、気候や地球システム（Voosen、2020）、医

療（Liuら、2019）など、さまざまな分野で広く導入

されており、都市も例外ではない。近年、国や地方自

治体、大手テック企業が、都市計画や建築環境にデジ

タルツイン技術を適用するようになってきており、シ

ティ・デジタル・ツイン（CDT）と呼ばれる分野が注目

を浴びている（Ketzlerら、2020）。

CDTは、データ、分析、計算技術を用いて作成され

た都市の物理的資産、景観、および人間活動の仮想複

製である。CDTを作成する過程には、建物や道路など

都市の構造物の用途や建設年などの活動情報を定義・付

与し、地理空間的特性を変換し、都市空間を再現する

過程が含まれる（Leiら、2023年）。他分野のデジタル

ツインとは異なり、CDTでは物理的な都市との双方向

の相互作用を可能にし、仮想環境内での分析やシミュ

レーションを実現できる（Lehtolaら、2022年;�Lei

ら、2023年）。CDTは、都市設計に携わるものにとっ

て、建設プロジェクトの計画や危機管理など、様々な

都市計画や将来起こりうる変化の影響を評価する際に

必須のツールとなる可能性を秘めている。さらに、シ

ミュレーションと影響評価により、政策決定者は政策

の影響を評価し、より望ましい解決策にいたることも

大いに期待できる。参加型の市民参画による都市計

画、相互運用可能なシステムによる統合的な運用、お

よびデータアクセスの改善なども期待されている。す

でに、世界では、欧州連合、各国政府（例：シンガポー

ル、日本、中国）、民間企業（例：シーメンス、マイク

ロソフト、ダッソー・システムズ）、地方公共団体、お

よび国際機関（例：世界銀行）は、本技術に着目し研究

開発、投資を積極的に行っている。本邦でも、物理空

間とサイバー空間を融合させ経済発展と社会課題の解

決を目指す「ソサエティ5.0」の実現に向けて、国土交

通省が2020年度から「Project�PLATEAU」を主導

し、官民を挙げての技術開発・普及が行われている。特

に、モバイルの位置情報データと人口統計データを組

みあわせた人流データを活用することで、街の動態を

再現することができ、大きな可能性を秘めている。し

かしながら、CDT技術は、新興技術であるがゆえに、

技術のガバナンス的側面（例：プライバシー保護や透明

性）の懸念があげられている。そこで、本報告では、

EUにおけるCDTプロジェクトをガバナンスの観点か

ら整理し、人流データ・シミュレーションの展望と課題

を整理する。これらをもとに、わが国におけるCDTの

取り組みへの示唆を整理することを目的とする。

●2 CDTイニシアチブの分析：概要

本章では、異なるCDTプロジェクトについて、そ

の類似点や相違点を把握するために、住民参加が進

んでいるEUのCDTイニシアチブを選定し、比較し

た。計画段階または実施段階で特徴的な市民参加を

促進する以下の5つのプロジェクトを対象として、公

表文書や関連する記事の分析を行った。具体的には、

i）EUのCDTプロジェクトであるDIGITAL�URBAN�

EUROPEAN�TWINS�（DUET）の実験都市として、

ベルギーのフランダース地方、チェコのプルゼニ、

ギリシャのアテネでのデジタルツインと3Dモデル、

ii）スイス・チューリッヒ市、iii）英国の国家デジタル

ツインプログラム（National�Digital�Twin�program,�

NDTp）、iv）フランス・ディジョン市のOnDijon、v）

オランダの3D�BAG、の5つである。

また、学術機関、自治体、民間企業が主導するプロ

ジェクトなど、運営主体に違いがあるものを選択し
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た。これらの多様なプロジェクトを分析することで、

データ収集・共有、ステークホルダー間での市民参加な

ど、CDTの実施・ガバナンスを多角的に検証すること

を意図した。

（1）各プロジェクトの目的

各プロジェクトの目的を要約すると、NDTpはデー

タ開発とフレームワーク構築（デジタル建設イギリス

センター）、DUETはデータ収集、シミュレーション、

政策立案、および公共参加（DUET、2022a）に焦点

を当てている。また、チューリッヒ市のプロジェクト

は、データ収集、シミュレーション、およびデータ公

開（Schrotter＆Hürzeler、2020）、OnDijonはデー

タ収集（Metropole）、3D�BAGはデータ収集とシミュ

レーション（3D�Geoinformation�research�group,�

2022）を目的に掲げていた。

興味深いことに、DUETは、目的とするアウトプッ

トを明示せず、より上位概念であるアウトカムを目的

として掲げていた（アウトプットはプロジェクト終了後

の成果であり、アウトカムはアウトプットが達成され

た際にもたらされる効果）。具体的には、i）共同政策立

案のためのデジタルツインアプローチを作成、ii）より

効果的な政策実施のためにDTアプローチを実験、iii）

拡張性と移植性を通じて広範囲にわたる効果を保証す

ること、と目的を定めていた。

一方で、他のプロジェクトではより具体的なアウ

トプットを伴う目的を示していた。例えば、チュー

リッヒ市のプロジェクトは、市政府や第三者が3D空

間データモデルを環境や都市計画の分野で建設プロ

ジェクトの可視化に使用することを目的として明示し

ていた（Schrotter＆Hürzeler、2020）。さらに、

フランスのディジョン市のOnDijonは、施設の93％

にLED照明を設置して大幅なエネルギー削減を達成す

ること、公共空間の安全性を向上させ、危機管理時の

より良い連携を展開することなど、より具体的な目標

を掲げていた（Metropole）。同様に、オランダの3D�

BAGは、建物のエネルギー利用、風や汚染物質飛散の

シミュレーション、騒音公害、新規プロジェクトの評

価などにCDTを適用することを目的としていた（3D�

Geoinformation�research�group,�2022）。

（2）収集データの種類

収集データに関してみてみると、NDTpとDUET

は、道路交通情報、大気汚染、熱環境、騒音などの環

境データに重点を置いていた。一方で、チューリッヒ

のプロジェクトと3D�BAGは、地形や空中写真など

の地理情報を中心とし、OnDijonは、交通状況、街灯

データ、防犯カメラの映像データなど、市のインフラ

に関するデータに焦点を当てていた。

人の移動に関する人流データは、都市のダイナミッ

クな性質を考慮するために、都市デジタルツイン技術

のための重要なデータソースである（Haraguchiら、

2022）。歴史的には、このタイプのデータは国勢調

査、移動調査、交通データ、パーソントリップ調査

などの方法で収集されてきた。しかし最近では、ス

マートフォンや公共交通用データの世界標準のデータ

フォーマットである、標準的なバス情報フォーマット

（General�Transit�Feed�Specification,�GTFS）など

の新しいIoTデータソースも、人流データを収集する

ために使用されるようになっている（Haraguchiら、

2022）。

CDT技術は、都市プランナーが新しい方法で人流

を分析しシミュレーションすることを可能とする。こ

れまでに、機械学習やエージェント・ベース・モデル

（Agent-based�Model,�ABM）などの技術を使用して

人流シミュレーションが行われてきたが（Haraguchi

ら、2022；Yabeら、2022）、これらの技術は特定の

技術環境やシナリオに限定されてきた。

図 －1　EUのDUETプ ロ ジ ェ ク ト のCDTの 外 観 と 
ユースケース。上：DUETのCDTの外観。下左：DUET上
での騒音シュミレーションの結果。下右：DUET上での大
気汚染シュミレーションの結果。
（出典：DUET�2022）
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これに対し、CDT技術は、建物、道路、環境など、

様々な情報源からのデータを組み合わせて人流の完全

なシミュレーションを実現することができる。これに

より、都市プランナーはより包括的な方法で人流を分

析し、シミュレーションすることができる。

DUETとOnDijonは、道路交通情報を使用して人

流データのモデルを作成した（DUET、2022年b；

Metropole）。特に、DUETはこのモデルを使用してシ

ミュレーションを行い、他のシミュレーションデータ

と組み合わせて危機管理分析や大気汚染などの環境問

題に関する決定や政策を実施していた（DUET、2021

年9月30日）。

（3）技術活用

対象プロジェクトにおけるCDT活用法は多様であ

る。たとえば、DUETはシミュレーション結果を使用

して、市民のパブリックコメントを集め、政策立案を

支援することを目的としていた（DUET、2021年9月

30日、2020年）。一方、チューリッヒ市のプロジェ

クトは、シミュレーションデータを一般に公開するこ

とで、災害防止や汚染対策に対する意識を高めるこ

とを目的としていた（Schrotter＆Hürzeler、2020

年）。また、3D�BAGは研究開発のためにシミュレー

ションデータを使用することを目的としていた（3D�

Geoinformation�research�group,�2022）。

各プロジェクトの計画を比較すると、NDTp、

DUET、チューリッヒ市プロジェクト、および3D�

BAGは、エネルギー消費や大気汚染などの環境問題

や都市設計にかかわるような長期的な課題として都市

構造の分析を行っていた。一方、OnDijonは市民サー

ビスの改善を目的として設計され、長期的な課題とい

うよりは直近の社会課題の解決に焦点を当てていた

（Metropole）。

（4）開発者とステークホルダー

CDTの開発には複数のステークホルダーが協働して

いるが、様々な形態がみられた。1つ目は、公共部門

が主導権をとり、他のステークホルダーと共同で開発

し、実施するものである。例えば、チューリッヒのプ

ロジェクトはGIS�Stadt�Zurichによって主導され、

チューリッヒ市の25のサービス部門、チューリッヒ工

科大学、Fachhochschule�Nordwestschweizなど

のパートナーと共同実施されていた。データは、公益

事業や通信会社などから提供を受け、開発を行ってい

表－1　 対象としたプロジェクト一覧

（参照：Haraguchiら、2023）
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た。

2つ目として、研究機関が主導するプロジェクトが

挙げられる。オランダの3D�BAGは、デルフト工科大

学によって開発が行われていた。

最後は、公共部門、民間企業、学術機関の合同イニ

シアチブまたはコンソーシアムによるものが挙げられ

る。例えば、フランスのOnDijonは、23の自治体、

コンサルティング会社、エネルギー・エネルギーイン

フラ会社、水と廃棄物管理会社のイニシアチブによっ

て開発が行われていた。その他の例には、政府と大学

が共同で主導するもの（NDTp、フランダース地方の

DUET）、民間企業とNPOの合同組織による開発（ア

テネのDUET）がみられた。

市民参加は、CDTプロジェクトにおいて重要な役

割を担い、特にプロジェクトを参加型かつ民主的にす

る点においても重要である。DUETやチューリッヒの

プロジェクト、OnDijonでは、政府が開発に中心的な

役割を果たしながらも、同時にゲームやアプリの開発

を通じて技術開発や技術利用に市民参加を促進してい

た。たとえば、OnDijonプロジェクトでは、市民が生

成したデータをデジタルモデルに接続することのでき

るスマートフォンの仕組みを使用して、情報提供者と

して市民参加を容易にしていた。OnDijonは実装段階

では市民参加において高い評価を受けていたが、計画

段階では十分に包括的な市民参加がなされなかったた

め、プロジェクトの目標を達成できなかったとの評価

も見受けられた（Nicolas、Kim、&�Chi、2020）。一

方、DUETは、アジャイル法（Agile�methodology）

という手法を用いて計画段階で市民の意見の収集を

行っていた（DUET、2020年7月20日）。

（5）動的モデル

いくつかのCDTの取り組みでは、時間的な成分を

含む可変データ（例えば、交通、空気の質、騒音）

を静的データ（例えば、地形や建物）とともにモデ

ル化し、時空間的に動的なモデルを開発している。�

NDTp、DUET、OnDijonの3つのプロジェクトで

は、電力使用量や交通状況などの動的モデルを組み入

れていた（DUET、2022a;�Metropole;�the�Centre�

for�Digital�Built�Britain）。一方、チューリッヒのプ

ロジェクトや3D�BAGでは、主に地形や建物などの

静的な要素の3Dデジタル化に焦点が当てられてい

た（3D�Geoinformation�research�group、2022;�

Schrotter�&�Hürzeler、2020）。

（6）各プロジェクト報告書でとりあげられている課題

動的モデルの作成に焦点を当てたDUETとOnDijon

プロジェクトでは、クリエイターとユーザーの間で共

通の基盤を見つけることや、個人情報の保護とオー

プンデータの必要性の調和、そして技術的な課題で

は、データの統合と取得などが課題として特定されて

いた。一方、動的モデルを使用しないZürich�と3D�

BAGプロジェクトでは、データの統合と取得などの技

術的な課題に直面していた。

動的モデルの開発においては、技術的な課題だけで

なく、社会的な課題も考慮する必要がある。これに

は、個人情報の保護とオープンデータの促進のバラン

スを取ることや、ステークホルダー間で合意を得るこ

となどが含まれる。さらに、現在のデータ収集方法は

偏りをもたらす可能性があり、ある都市に定住してお

らず一時的に滞在している人口（例：来訪者や国際的な

季節労働者など、その場所に定住していない人）などの

重要な人口セグメントを見逃す恐れがある。この課題

が適切に対処されない場合、都市の問題、例えば都市

の分断がさらに悪化し、デジタル上でも都市の分断が

生じる可能性がある。

●3 CDTイニシアチブの分析：ガバナンス
の観点から

本章では、ガバナンスの下位要素である、透明性、

説明責任、社会包摂、市民参加の観点から、対象プロ

ジェクトを比較検討する（Castelnovoら、2016）。

（1）透明性

透明性（Transparency）とは、市民にとって情報が

利用可能かつアクセス可能である状態を指し、情報が

容易に理解できる形をとり、意思決定過程が公開され

ており市民にとって理解しやすい状態であることを意

味する（Jacobs�et�al.,�2020）。本項では、CDTプロ

ジェクトの透明性を以下の2つの方法で比較検討した。

1つ目に、プロジェクトの計画文書が公開されていれ

ば透明性があると定義した。計画文書の公開は、将来

のプロジェクトの実施および改善（ガイドラインおよび

仕様を含む）に対して情報提供を行っていると捉えるこ

とができるためである。例えば、NDTpは、開発の枠

組みに関連する複数の計画を公開していた。公開された
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9つの計画と報告書のうち、4つが枠組みに関連してお

り、英国での国家デジタルツインの原則であるGemni

原則、およびそれを促進する情報管理枠組が含まれる

（Centre�for�Digital�Built�Britain）。一方、チューリッ

ヒ市のプロジェクトでは計画を見つけることができな

かった。

透明性に関する2つ目の項目として、データの利用可

能性に注目した。一部のプロジェクトは、データの利用

可能性の方針を明示的に発表していた。例えば、2012

年以来、チューリッヒ市は公共行政からのデータ提供

を、無償ライセンスの下で提供していた。オランダの

3D�BAGもCC�BY�4.0のライセンスで提供していた。

（2）説明責任

説明責任（Accountability）は、意思決定者や実行

者が自身の意思決定や実行について説明する義務を意

味する（Jacobsら、2020）。今回は、オープンデー

タライセンスの枠組みやプライバシーに関する規制に

基づくCDT技術の設計と実行がどのように行われてい

るかを検討した。

1つ目に、過去に実行されたプロジェクトに関する

説明責任文書として報告書を分析した。DUETは、

CDT実装の各領域（データ管理、プライバシー、CDT

構築および分析技術）について報告書を公開してお

り、実証実験の進捗状況報告を定期的に公開し、デー

タ操作および意思決定に関する計画も公開していた

（DUET、2022b）。DUETの実証実験は完了し、そ

の結果に関する報告書が公開されていた。さらに、

DUETでは、倫理面に関する報告書や政策報告書な

ど、関連する多様な文書が公開されていた。また、

チューリッヒ市のプロジェクトでは、利用規約、CDT

製品の説明、および公共CDTの技術に関するレポート

を公開していた（Stadt�Zürich）。

2つ目に、プライバシーに関するガイドラインや標

準に関連する文書を分析した。DUETは、景観規制、

プライバシー影響評価（PIA）など、複数の計画やガイ

ドラインを公開していた。DUETおよびOnDijonは、

一般データ保護規則（GDPR）に準拠するとし、倫理と

データガバナンス委員会を設立していた。

（3）社会包摂性

社会包摂性（Social�inclusion）とは、CDTプロジェ

クトがもたらす便益や機会に、周辺化された社会集団

（Socially�marginalized�groups）や不利な立場にあ

る人々を含めた全ての市民が公平に参加することを指

す（van�Gils&Bailey、2021）。つまり、それはすべ

ての市民が、CDTが提供するサービスやインフラにア

クセスでき、参加する機会を平等に持つことを意味す

る。昨今の社会の分断を鑑みると重要な課題であるに

もかかわらず、CDTの文脈では包摂性がほとんど議論

されていないことが判明した。

（4）市民参加

市民参加は、市民や関係者が意思決定や実施過程に

積極的に関与することを指す。これには、市民がCDT

プロジェクトに対して意見やフィードバックを提供す

る機会を与えられ、市民の意見が反映された意思決定

や実施が行われている状態を含む。市民参加は、市民

のCDTへの要望や懸念に応えるためにも重要である。

ちなみに、前述の包摂性は、経済的地位、性別、人

種、民族、宗教に関係なく、広範な都市住民を包括的

に扱うことを意味する。一方で、参加は、市の計画や

課題において市民の意見を取り入れることや過程を意

味し、全市民を包括的に含めた参加、包摂性の高い参

加がより望ましい。

CDTに関する市民参加には2種類のものがある。

1つはCDTプロジェクトの設計・開発段階における参

加、もう1つは、完成したCDTを活用しながら、都

市計画の意思決定段階での参加である。DUETは市民

にCDTプロジェクトの設計・開発過程に参加させて

いた。そこでは市民を含む各ステークホルダーと面談

し、アジャイル法（agile�methodology）といわれる

方法論を用いてCDTに含めるべき機能を特定してい

た（DUET、2020年7月20日）。市民を含む関係者

は、開発計画の初期段階からプロジェクトに参加して

いた。彼らの視点や意見はCDTの開発優先順位の評価

に要約され、考慮されていた。特に、18件の要約され

た公開意見のうち、12件は市民からのものであった

（DUET、2020年7月20日）。

一方、チューリッヒとOnDijonのプロジェクトで

は、市民がCDT技術の使用と実装過程に参加するこ

とを奨励していた。たとえば、OnDijonでは、スマー

トフォンアプリを介して入力された情報がデジタルモ

デルに接続され、市民が情報提供者としての役割を果

たしていた（Metropole）。また、チューリッヒのプ

ロジェクトでは、作成されたデジタルモデルを利用し

たゲームが開発されていた。市民に広くゲームを利用
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するよう奨励することで、市民の関心や意見を集め、

フィードバックを得ることを狙っていた。実証実験さ

れた技術の利点として、自宅で柔軟な時間に参加で

き、参加が容易であることが挙げられる（Schrotter＆

Hürzeler、2020）。一方で、3D�BAGでは市民参加

が限定され、NDTpでは市民参加の事例は見当たらな

かった。

このようにCDTは、市民にとってよりエビデンスに

基づいた意思決定や参加のツールとして役立ち、CDT

を通じて市民の参加機会と行政へのアクセスを増やす

ことが可能となる（Ketzlerら、2020；Schrotter＆

Hürzeler、2020）。

●4 終わりに

本研究は、欧州で進行中のCDTプロジェクトの概

要を調査し、人流シミュレーションや技術ガバナンス

の観点からCDTの課題を評価したものである。CDT

は、近年発展が目覚ましい新技術であり、その概要を

つかむことは容易ではない。しかしながら、今回の研

究を通じて、EUのプロジェクトから学べる点として、

CDTの発展レベルに応じて、データの提供から意思決

定まで、市民参加を促進する必要があることが示唆さ

れた。これにより、CDTの効果を高め、その技術の社

会受容性を向上させることが期待できる。一方、EUの

プロジェクトでも社会包摂性に対する十分な取り組み

が行われていないことが明らかになった。世界をリー

ドするためにも、わが国のCDTは、積極的に社会包

摂性に取り組むべきである。そのためには、建物や地

形データだけでなく、社会経済分野を含む多種多様な

データを取り込んでいくべきである。また、プライバ

シーに配慮しながらも、人流データを取り込み、サイ

バー空間上で人流のシミュレーションを行うことは、

長期的なまちづくりの計画をたてる際に重要である。

わが国のCDTは、国土交通省が主導し、都市空間情

報デジタル基盤構築支援事業（PLATEAU補助制度）

として進められている。各地方公共団体はこの支援を

受けることができるが、実施者や開発者向けに、技術

開発と制度作りの進捗状況を評価する枠組みが必要と

なってくる。本研究は結論として、その評価の枠組み

として、成熟度モデル（Maturity�Model）が有効であ

ることを指摘する。成熟度モデルは、技術の成熟度、

品質、能力、洗練度、または目標に対する進捗状況を

測定するための枠組みである（Becker�et�al.、2009

年;�Warnecke�et�al.、2019年）。成熟度モデルは、C�

D�Tの分野外では、スマートシティ（Aljowder、Ali、

＆Kurnia、2019年;�Warnecke�et�al.、2019年）、

IT業 界（Wendler、2012年 ）、交通（Hausladen＆

Schosser、2020年）など様々な分野で、デジタルト

ランスフォーメーション技術の開発の現状やリスク・機

会を評価するために使用されている（Teichert、2019

年）。しかし、CDTに適用される成熟度モデルは未発

展であり、CDTに特化した成熟度モデルの必要性が今

後ますます高まるであろう。
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リニア中間駅（4駅）を中心とする地域活性化に関する検討 
A Study on Regional Revitalization at Linear Chuo Shinkansen Intermediate Stations （4 Stations）  

毛利雄一 1　森尾　淳 2　鈴木紀一 3

By Yuichi MOHRI, Jun MORIO, and Norikazu SUZUKI

●1 はじめに

リニア中央新幹線が、日本の国土構造の変革をもた

らすことへの期待は大きく、2023年夏に策定予定の新

たな国土形成計画においても、リニア中央新幹線はシー

ムレスな拠点連結型国土を形成する「日本中央回廊」（仮

称）の基幹インフラとして位置付けられている1）。一方

で、リニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪の大都市

圏を1時間で結ぶことが注目されているが、中間駅の

拠点化とそれがもたらす国土構造の改変についての議

論は少なかった。

品川駅～名古屋駅間に設置されるリニア中央新幹線

の神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県における4つの

中間駅が拠点性を持ち、周辺圏域におけるハブ機能を

持ちながら、その地域特性を活かした未来デザインを

描き、それを実現していくことは、国土軸が発展的に

強化され、国土軸圏域全体が高度な連携を持ち、日本

の国力をエンパワーメントしていく重要な方向性であ

ると考える。本稿は、中間駅を核とする新たな広域中

核地方圏の形成と、そのための中間駅周辺開発の方策

を検討することを目的として設置された「リニア中間駅

（4駅）を中心とする地域活性化に関する検討委員会2）」

での議論の内容を紹介する。

●2 活力ある拠点都市圏の形成

リニア中央新幹線の開業後、中間駅においても大幅

な時間短縮により、産業、生活、観光において、これ

まで経験したことのないポテンシャルが生まれる。

また、リニア中央新幹線が全線開業した後は、東海

道新幹線は「のぞみ」中心のダイヤから「ひかり」「こだ

ま」中心のダイヤになり、東海道新幹線沿線都市の利便

性が大幅に向上する。

なお、本稿内におけるリニア中央新幹線の中間駅名

は仮称で表示している。

（1）中間駅の東京圏・名古屋圏の圏域の形成

リニア中央新幹線の開業により、中間駅と品川駅と

の所要時間は、山梨県駅約25分、長野県駅約45分、

岐阜県駅約60分と短縮され、中間駅周辺地域が東京

圏の通勤圏となりうる（図－1）。また、同様に、名古

屋駅との所要時間は、岐阜県駅約15分、長野県駅約

25分、山梨県駅約45分、神奈川県駅約60分と短縮さ

れ、名古屋圏の通勤圏となりうる（図－2）。

図－1　中間駅の品川駅までの所要時間の変化

図－2　中間駅の名古屋駅までの所要時間の変化
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（2）中間駅を中心とする新たな圏域形成

リニア中央新幹線の開業により、中間駅を中心に、

東京、名古屋へのアクセスが飛躍的に向上する圏域が

県境を越えて拡がる。この圏域は、一定の人口規模を

有しており、新たな圏域として形成されることが期待

される。中間駅からの自動車を利用した場合につい

て、各メッシュから最寄りの中間駅とその所要時間を

みると、現況道路ネットワークにおいても、中間駅か

らの60分圏、90分圏の圏域は、50km圏を越えた拡

がりを示している（図－3）。現況道路ネットワークに

よる中間駅を中心とする圏域人口を合計すると、現況

人口で、60分圏域が1134万人、90分圏で1379万

人となる。

また、リニア中央新幹線の開業に伴い、東京駅、大

阪駅から中間駅周辺までの交通手段は、現状とは異な

り、最短交通手段がリニア中央新幹線となる。リニア

中央新幹線利用の中間駅からの圏域は、県境を越え、

日本海側まで広がる。特に、大阪駅からの圏域に着目

すると、山梨県駅の圏域は軽井沢周辺まで、長野県駅

の圏域は、日本海側まで拡がる（図－4）。

（3）中間駅周辺エリアに立地すべき機能（案）

中間駅を中心とする新たな広域中核地方圏の形成を

図るためには、①居住に不可欠な機能やレジャー・レク

リエーション・文化施設を含む生活サービス機能、②リ

ニア中央新幹線とデジタル技術の活用により、大都市

圏と遜色のない環境を創出する医療・教育機能、③④中

間駅周辺地域と大都市圏の産業・人材連携、イノベー

ションネットワークを展開することを目指した地域の

雇用に関連する産業機能と研究開発機能等を中間駅周

辺地域に配置することが求められる。また、中間駅周

辺地域の基盤として、訪問者、周辺住民の両面に対応

し、後背圏域への玄関口（ゲートウエイ）として機能す

る⑤交通拠点機能、エネルギー自立型エリアの構築と

ともに、大都市の代替機能・防災機能を有する⑥エネル

ギー・レジリエンス、高速デジタル技術を活用可能とす

る⑦通信・スマートインフラ等が想定される（表－1）。

このような中間駅周辺地域に立地すべき具体的な施

設は、現状の中間駅周辺地域のポテンシャルを活かす

とともに、大都市圏や後背圏域と中間駅周辺地域の連

携を勘案して設定していくことが望ましい。

●3 リニア中間駅周辺圏域の方向性

リニア中央新幹線による移動時間の短縮とデジタル

技術の両者を組み合わせることにより、中間駅周辺地

域の活性化に加えて、中間駅の周辺地域の相互連携に

よる新たな効果も期待される。特に、中間駅周辺をデ

ジタル変革推進先導区域とすることで、研究機関等の

立地、地域産業の特性を活かしたイノベーション拠点

化など、産業の活性化のきっかけとし、複数地域に跨

がる異業種連携を進めることが必要である。

また、デジタル化をはじめとする中間駅周辺の各種

機能の向上、地域間のエネルギーの相互補完によるレ

ジリエンスの確保等により、企業等の大都市圏からの

移転や災害時の拠点となることも想定される。神奈川

県駅周辺では、立川広域防災基地を核として、立川

市、八王子市、多摩市等の周辺地域との連携による防

災機能の強化も考えられる。さらに、中間駅の後背圏

域を相互に結ぶ新たな広域の観光周遊ゴールデンルー

トの形成による地域活性化も進めていく。以下に、リ

ニア中間駅周辺圏域における具体的な方向性を示す。

（1）分野横断的な圏域間連携

品川駅周辺、名古屋駅周辺では、羽田空港、中部国

際空港とも直結を含め、国際交流拠点の形成の観点か

ら、都市基盤のリニューアルと各種機能の集積が進め

られており、今後、分野横断的なイノベーションの一

大連携拠点となることが期待される。このように、中

間駅は、大都市及び海外（空港）との高速な連接性と各

圏域の強みを活かし、一体的な日本のドライビング・

フォースの形成とクリエイティブなイノベーション創

出の場（新しいアイディアや創造力の集積、分野横断的

表－1　代表的な機能と立地が想定される施設
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図－3　中間駅（神奈川県駅、山梨県駅、長野県駅、岐阜県駅）からの所要時間圏域

図－4　大阪駅を起点として最短交通手段となるリニアを利用した中間駅の後背圏　
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な連携等）となることで、相乗効果的なサイクルを生み

出していく。

研究開発フェーズにおいては、技術・人材・資金を豊

富に要する大都市圏に加え、それぞれの地域資源・施

設を持つ各駅背後圏での相互連携を行う。また、実証

フェーズにおいても、大都市、地方都市の特徴を生か

し、それぞれの実証フィールドを連携することで、早

期の実導入につなげることが可能となる。

（2）中間駅を中心とした階層的ハブ・ネットワーク

中間駅周辺、中間駅を中心した後背圏域が持つ特性

を最大限に活かすために、中間駅を中心とした交通体

系として、①リニア駅中心地区から各種機能地区を結

ぶネットワーク（圏域内交通）、②各地区間を結ぶネッ

トワーク（地区間交通）、③エリア外の広域拠点と連結

する幹線ネットワーク（広域交通）の3つで構成する。

それぞれのアクセシビリティ特性、利用ニーズに対応

したモビリティを導入するとともに、モビリティ間の

乗り継ぎの効率を徹底的に追求する。

リニア中間駅からの広域的な交通体系として、高規

格幹線道路等との連携を重視する。スマートIC化され

たSA・PAや高速バスのバス停、道の駅等におけるモ

ビリティハブの形成、二次交通ネットワークの形成も

想定する。モビリティハブでは、カーシェア・レンタ

カーデポの設置、周辺の観光地、事業所・居住地等を周

遊するバス等の運行も考えられる。また、幹線ネット

ワークに加えて、地区内ネットワークにおいても、自

動運転車両の活用を想定する。

（3）圏域間連携によるレジリエンス向上

中間駅から一定範囲の地域において、行政・企業等の

事業継続拠点として、有事の際に機能する一体的な基

盤インフラ等（スマートインフラを含む）を予め整備し

ておくことで、国土軸のレジリエンス向上を担うこと

が考えられる。各圏域において、エネルギーマネジメ

ントシステム（EMS）を構築し、効率的なエネルギーの

運用による災害に強い地域を実現するとともに、圏域

間の連携により、さらなるレジリエンス向上を進める。

（4）地域ブランディング

リニア中央新幹線の中間駅は、神奈川県駅から岐阜

県駅まで相当の距離があるため、開業後の観光プロ

モーションとして、沿線地域を地理的、文化的特徴や

独自資源を持つ地域として一体的にアピールするこ

とが有効である。沿線地域が、日本特有の丘陵地、

盆地、河岸段丘などの地形と眺望を有することに着目

し、例えば圏域全体を「ジャパンテラス（仮称）」と称し

て、祭りや食などの文化的特徴やストーリーも含めて

ブランディングしていく。

（5）デジタル技術の活用

中間駅周辺圏域において、分野横断的な圏域間連

携、中間駅を中心とした階層的なハブ・ネットワーク、

圏域間の連携によるレジリエンス向上、地域ブラン

ディングを推進するためには、デジタル技術の活用な

らびに高速デジタルインフラ整備が求められる。

リニア中央新幹線の開業による大都市圏との時間短

縮のメリットに、デジタル技術の活用によるメリット

を組み合わせることにより、中間駅を中心とする圏域

の活性化が期待される。例えば、デジタル技術の活

用により、スマート農業による1次産業の活性化、ス

タートアップ企業等との連携、イノベーション拠点の

形成、サテライトオフィスの立地等による新たな産業

の創出、移住定住・二拠点居住の促進や賑わい創出の仕

掛けによる関係人口の創出、エネルギーに着目した域

内循環経済の構築、MaaS等による地域の交通体系の

改善を行っていく。

●4 おわりに

本稿では、リニア中間駅（4駅）を中心とする地域活

性化に関する検討委員会での議論の内容の一部を紹介

した。この委員会での議論のより具体的かつ詳細な成

果については、2023年夏頃に公表予定である。
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Wi-Fiパケットセンサーの性能検証
Performance verification of Wi-Fi packet sensors  

絹田裕一 1　和泉範之 2　西田純二 3

By Yuichi KINUTA, Noriyuki IZUMI, and Junji NISHIDA

●1 はじめに

近年、モバイル端末の位置情報を活用した人流把握

に関する研究が各所で活発に行われている。モバイル

端末を用いた人の位置の特定方法は、モバイル端末の

アプリケーション利用時に取得されるGPSの位置情報

や、通信を行った基地局の位置で代表させる方法、通

信を行ったWi-Fiアクセスポイントの位置で代表させる

方法等が一般的である。

Wi-Fiパケットセンサーは、モバイル端末が付近のア

クセスポイントを探すために発信する信号（プローブリ

クエスト）を受信するセンサーであり、アクセスポイン

トと同様に、モバイル端末の位置をWi-Fiパケットセン

サーの位置で代表させることにより、人の位置を特定

することが可能である。

先に示した各種の人流データは、サンプル数やサン

プルの一般性、コスト面等、それぞれに長所・短所があ

ることから、調査の目的や諸条件に応じて使い分ける

ことが重要である。Wi-Fiパケットセンサーデータは、

センサーを設置するだけで周辺にあるモバイル端末を

捕捉できることから、簡易に安価に人流データを取得

することが可能である。近年多くの研究者がWi-Fiパ

ケットセンサーに着目し、人流把握手法としての活用

事例が蓄積される一方で、MACアドレスのランダム化

（従来は端末毎に固有であったMACアドレスをランダ

ムにすることで端末の同定を困難にする技術）やプロー

ブリクエストの発進頻度等の端末側の仕様によって

データ取得量が変動し、センサー設置者では制御でき

ない領域が存在することから、人流把握手法としての

将来性を憂慮する声がしばしば耳にされるようになっ

てきたことも事実である。

当研究所では、Wi-Fiパケットセンサーデータと交通

量カウント調査とを組み合わせ、実交通量を算定するた

めの拡大係数の設定方法の検討等、人流データを政策立

案に活用するための技術開発に取り組んできているが、

MACアドレスのランダム化の影響が懸念されている現

在においても、Wi-Fiパケットセンサーを活用すること

で、相当量の人流データが取得できることを確認1）2）し

ており、引き続き、Wi-Fiパケットセンサーの性能検証

を通して、その有用性についての公知化を図っている。

●2 本稿の目的と使用するデータ

（1）目的

Wi-Fiパケットセンサーデータは、簡易に人流デー

タを取得できる一方で、モバイル端末を保有する人の

属性（性・年齢・居住地等）の情報を把握することは不

可能である。ただし、属性情報の一部は、モバイル端

末の移動履歴を追跡することにより推定することも可

能である。例えば、調査対象エリアへの交通手段（飛

行機・鉄道・自動車等）や経路、訪問頻度を把握できる

情報を得られれば、センサーに捕捉された人の来訪目

的について推定できる可能性がある。本稿では、空港

や鉄道ターミナル駅等、広域的な交通拠点に設置した

Wi-Fiパケットセンサーデータと、市街地部に高密に設

置したセンサーのデータを組み合わせ、広域的な流動

と市街地内での流動の関係性について分析を行う。

（2）使用するデータ

「関西広域流動解析コンソーシアム」は、関西地区の

空港や鉄道駅等の交通拠点（関西国際空港、伊丹空港、

神戸空港、JR大阪駅、JR京都駅、JR奈良駅、近鉄大

阪難波駅・南海なんば駅等）にWi-Fiパケットセンサー

を設置し、広域的な人流データを取得している（設置し

たWi-Fiパケットセンサーは、機器内でMACアドレス

の匿名化処理を行っている）。

また、尼崎市等、一部の自治体においては、商店街

や拠点施設等、市街地内に面的にWi-Fiパケットセン

サーを設置している。本稿では、このデータを活用

し、関西地区での広域的な人流データと尼崎市街地の
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狭域的な人流データを組み合わせて分析を行う。

●3 分析

（1）Wi-Fiパケットセンサーでの捕捉数

a） 尼崎市街地部での捕捉人数

図－2は、尼崎市市街地部に面的に設置されたWi-Fi

パケットセンサー（17箇所）において捕捉された人数

（モバイル端末の台数）を示したものである。このと

き、市街地内での流動を把握するため、2箇所以上の

センサーで取得されたデータのみを抽出し、2022年5

月のGWを含む1週目（5/2～5/8）と通常の週であ

る4週目（5/23～5/29）を比較した。

2022年のGWは、5/2（月）を挟んで、4/29（金・

祝）～5/1（日）と5/3（火・祝）～5/5（木・祝）の3

連休が2回繰り返される日程であったことから、平日

である5/2を含め、5/2～5/4までは、通常の週で

ある5月4週よりも多くの人が捕捉されている。一方

で、GW直後の週末は、5月4週の週末よりも人の捕捉

が少なく、想定通りの人出が観測されていると考えら

れる。

�

b） 広域流動データとの組み合わせ

図－3は、図－2に示した尼崎市街地部での捕捉人

数のうち、空港や鉄道駅等の拠点でも捕捉された人の

割合を示したものである（JR尼崎駅・阪神尼崎駅は拠

点に含めない）。

各日、概ね1,000人程度（捕捉された人数の2%程

度）は、尼崎市街地のみならず、空港や鉄道駅でも捕捉

されている。空港で捕捉されている人は飛行機を利用

している可能性があり、同様に鉄道駅で捕捉されてい

る人は鉄道を利用している可能性があることから、尼

崎市街地で捕捉された人の2%程度は、尼崎市街地を

訪れる前後にいた場所によって、アクセス時やイグレ

ス時の交通手段を推定することが可能であることを示

唆している。

図－1　広域流動データの取得箇所
（出典：関西広域流動解析コンソーシアムHP）

図－2　尼崎市街地部での日別捕捉人数(2022年)
（Wi-FiパケットセンサーデータよりIBS作成）

図－3　尼崎市外のセンサーでの捕捉状況(2022年)
（Wi-FiパケットセンサーデータよりIBS作成）
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（2）GW期間中の尼崎市街地来訪者の流動の傾向

図－4は、GWの連休中（5/3～5/5）と、通常の

週末（5/7～5/8、5/28～5/29）に分け、尼崎市

街地のWi-Fiパケットセンサーで捕捉された人（来訪

者）の、尼崎市街地来訪前後で捕捉された拠点（空港・

鉄道駅）の割合を示したものである。GWの連休中は、

通常の週末と比較して、大阪駅周辺で捕捉される割合

が少なく、京都駅（JR）や奈良駅（JR・近鉄）で捕捉さ

れる割合が高い傾向にある。尼崎市は大阪市に隣接す

ることから、地元住民の流動がほとんどを占める通常

の週末は大阪市との間での流動が多く、観光客等が含

まれるGW中は、京都や奈良等を含む広域的な流動の

割合が高いと推察される。

図－４　尼崎市街地と同じ日に捕捉されている拠点
（Wi-FiパケットセンサーデータよりIBS作成）

（3）GW期間中の尼崎市街地来訪者の流動の傾向

a） 京都・奈良への訪問者の尼崎市街地の流動

表－1は、GW期間中で京都・奈良でも捕捉されてい

る人数が最も多かった5/3（火・祝）について、京都・

奈良への訪問者とそれ以外の人の尼崎市街地部での訪

問施設（捕捉されたWi-Fiパケットセンサーの設置箇

所）を示したものである。

京都・奈良への訪問客とそれ以外の人の訪問施設を比

較すると、京都・奈良への訪問者は、JR尼崎駅や尼崎

城址公園、尼崎市総合文化センター、尼崎えびす神社

で捕捉される割合が高いのに対し、それ以外の人は、

阪神尼崎駅や商店街、観光案内所で捕捉される割合が

高い。観光案内所は、阪神尼崎駅に隣接するため阪神

尼崎駅と同様の傾向を示していることを考慮すると、

観光客の訪問先となりやすい施設では、京都・奈良訪問

者が多く捕捉され、地元住民が多いと推察される商店

街においては、京都・奈良訪問者の捕捉が少ないことが

確認された。

表－1　5/3（火・祝）の尼崎市街地の訪問施設構成比

（Wi-FiパケットセンサーデータよりIBS作成）

b） GW期間中の尼崎市街地の流動

表－2は、GW期間中の5/3（火・祝）と通常の週末

である5/28（土）の京都・奈良でも捕捉されている人

の尼崎市街地部での訪問施設を示したものである。表

－1と比較すると、訪問施設の割合の差は小さくなる

ものの、GW期間中である5/3（火・祝）の方が、尼

崎城址公園や尼崎市総合文化センター、尼崎えびす神

社で捕捉される割合が高い。一方、通常の週末である

5/28（土）は、商店街での捕捉される割合が高い。

これは、GW期間中の京都・奈良訪問者と比較して、

通常の週末の京都・奈良への訪問者には尼崎居住者等、

日常的に尼崎市街地に来訪する人が相対的に多く含ま

れていることを示唆していると考えられる。

表－1、表－2を踏まえると、GW期間中の京都・

奈良と併せて尼崎市街地でも捕捉されている人の中に
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は、他のカテゴリの人に比べ、観光等の非日常的な目

的で尼崎市街地に来訪した人が多数含まれているもの

と推察される。

表－2　GW中とGW以外の週末の訪問施設の構成比

（Wi-FiパケットセンサーデータよりIBS作成）

●4 おわりに

本稿では、2022年5月時点でのWi-Fiパケットセン

サーデータを用いて、人流把握手法としての適用可能

性についての検討を行った。MACアドレスのランダム

化の影響等、モバイル端末の移動の追跡性能について

の疑義が抱かれることもあるWi-Fiパケットセンサー

データであるが、現在時点においても相当数のサンプ

ルが取得できること、市街地内等の狭域なエリアだけ

でなく、広域的な流動と組み合わせた分析にも耐えう

るサンプル数が取得できていることを確認できた。特

に、広域的な流動に関しては、基地局データやGPS

データ等の市販データの入手にかかるコストが高額に

なることを考えると、Wi-Fiパケットセンサーは、現時

点においても有力な選択肢であると言えよう。今回の

研究では、既設のWi-Fiパケットセンサーのデータを用

いて検証を実施したが、Wi-Fiパケットセンサーの機材

は高額なものではなく、ランニングコストについても

わずかな電気代とデータを回収するための通信費のみ

であることから、比較的安価に実施可能な調査手法で

ある。

本検証においては、Wi-Fiパケットセンサーに補足

される順番（移動の順番）や、時系列的な捕捉頻度につ

いての分析は行わなかったが、これらを実施すること

で、（３）b）で推察した尼崎居住者等の日常的に尼崎市

街地を来訪する人か、もしくは観光目的で来訪した人

かを見極められる可能性もある。

また、尼崎市街地だけでなく、他の市街地や観光地

でも同様の分析を行い比較することで、市街地や観光

地等のアクセス交通手段の構成比や観光地毎の滞在時

間の比較、さらには滞在時間とアクセス交通手段との

関係等、市街地や観光地に訪れる人の流動特性を把握

することが可能となると考えられる。

引き続き、具体的な分析事例を通して、Wi-Fiパケッ

トセンサーデータの有用性について検証していきたい

と考えている。
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新たなモビリティサービス導入のための需要計画ツールの開発 
〜高蔵寺ニュータウンにおける低速自動運転車両の需要予測〜
Development of Demand Forecasting Tools for Introducing New Mobility Services

北村清州 1　高　宇涵 2　羽佐田紘之 3　水野杏菜 3　萩原　剛 4

By Seishu KITAMURA,Yuhan GAO,Hiroyuki HASADA, Anna MIZUNO,and Go HAGIHARA

●1 はじめに

人口減少や高齢化の進展に伴い、地方の中山間地等

において、バスをはじめとする公共交通の需要が縮小

している。加えて、運転手不足も深刻化しており、地

域の交通サービスの維持・確保が困難になっている。ま

た、高齢者の運転免許の返納も年々増加しており、今

後は、中山間地だけでなく、郊外のニュータウン等に

おいても、近距離の買い物や通院のための移動が困難

となることが想定されている。こうした課題に対する

解決策のひとつとして、低速自動運転車両やオンデマ

ンド乗合サービスのような新たなモビリティサービス

の導入による地域交通システムのリ・デザインがあげ

られる。例えば、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウ

ンでは、2016年に策定された「高蔵寺リ・ニュータウ

ン計画」1）の主要プロジェクトの一つとして、交通拠点

をつなぐ快適移動ネットワークの構築が掲げられてお

り、地域内の移動性を持続・向上するための取り組みと

して、春日井市、名古屋大学が中心となり「低速自動

運転車両（ゆっくり自動運転®）」や「オンデマンド乗合

サービス」を活用した交通網のリ・デザインが進められ

ている2）。本稿では、愛知県春日井市の高蔵寺ニュー

タウンにおける、新たなモビリティサービスを用いた

地域の公共交通網再編検討に関連して筆者らが開発し

た、全国で進む低速自動運転車両やオンデマンド乗合

サービスの導入検討、地域交通のリ・デザインに活用可

能な需要計画ツールの概要を紹介する。

●2 需要計画ツールの開発の必要性

低速自動運転車両やオンデマンド乗合サービス等の

新たなモビリティサービスの導入に関しては、地域公

共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「地域旅

客運送サービス継続事業」3）や内閣府・総務省・経済産

業省・国土交通省による「スマートシティ関連事業」4）

等の事業支援を受け、全国各地で実証実験や社会的受

容性に関わる調査研究が実施されてきた。今後、新た

なモビリティサービスの本格導入を迎えるにあたり、

持続的な運営を可能とするためには、移動需要に基づ

く必要な車両台数の試算や需要に応じた適切な料金の

設定が極めて重要となる。従前の路線バスやコミュニ

ティバスの運賃を基準に数百円でサービスを導入した

結果、地域住民の利便性は向上し移動需要は増加した

ものの、採算が合わず車両追加等のサービス拡張が困

難になってしまった事例も存在する。このように初期

の試算を見誤ることでサービス改善が難しくなってし

まう可能性や、反対に、損失を恐れてスモールスター

トとしたために、当該サービスの持つ本来の機能を十

分に発揮できず、利用者に悪い印象を与えてしまい需

要が伴わない可能性もある。需要予測に基づき必要な

車両台数や適切な運賃を試算し、サービスの位置づけ

や採算性を検討したうえで、持続可能なシステムを設

計していくことが重要である。

●3 需要計画ツールの概要

（1）リ・デザインのための詳細OD表の作成

新たなモビリティサービスの需要計画にあたり、重

要となるのが計画検討の基礎となる人の移動データで

ある。対象とする新たなモビリティサービスは、既存

の路線バスやコミュニティバスを代替し、ラストマイ

ルや特定のエリア内で運用されるサービスであり、そ

の設計には、数100m単位の解像度での需要予測が求

められる。都市圏の交通ネットワーク検討にはこれま

で、多くの地域において、パーソントリップ調査（以

下、PT調査）より取得されたデータを用いた需要予測

技術が適用されてきた（2022年時点で国内65都市圏

において143回の調査が実施されている）5）。PT調査

データの解像度は概ね数km程度のゾーン単位であり、

都市間交通の需要予測には有効であるが、狭域の移動
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を担う交通サービスの設計には適さない。一方、近年

では、携帯電話やカーナビゲーションシステムなどか

ら取得された人の移動に関するビッグデータが収集・蓄

積され、データを保有する複数の民間企業により製品

化されたことで、都市交通計画分野においても活用が

進んでいる。全国各地で検討が進められている新たな

モビリティサービスの需要予測を実施するためには、

予測に必要なデータを容易に入手可能であることが必

要な条件となる。そこで、解像度は粗いものの現在の

利用交通手段や移動目的等の交通特性が把握できかつ

全国に既往調査のデータが存在するPT調査データと、

詳細な交通特性までは分からないものの数100m単位

の解像度で移動実態を把握できる携帯電話の位置情報

データを融合した詳細OD表を作成し、新たなモビリ

ティ需要推計のための基礎データとして用いる。デー

タの作成手順は、越智ら6）の提案手法を参考とし、新

たなモビリティサービスの配置等解析に必要なスケー

ルと他統計データ等関連データとの整合性やデータの

取扱い易さの観点から、標準地域メッシュ（約1km四

方）の4分の1の約250m四方のメッシュ間の交通手

段別の詳細なOD表を作成した。

図－1　データ融合による詳細OD表の作成手順

a） 交通手段の割り当て

市販の携帯電話の位置情報データによる「250m

メッシュ間OD分布パターン」にPT調査の「小ゾーン

間ODペアの交通手段構成比」を乗じ、「交通手段別詳

細ゾーン間OD表（暫定値）」を作成した。小ゾーン I

からJへの交通手段kの構成比をPIJk、小ゾーン I内の

250m�メッシュ iから小ゾーンJ内の250mメッシュ

jの移動需要をXijと表すと、交通手段kの250mメッ

シュ ij間の移動需要Yijkは、以下の式で計算できる。分

析目的に応じ、交通手段以外にも移動目的やPT調査で

把握されているその他トリップ属性を割り当てること

も可能である。

Yijk=Xij・PI（i）J（j）k

ここで、

i, j：250mメッシュ

I（i）, J（j）：250mメッシュ i, jを含む小ゾーン I, J 

k：交通手段

b） 補正係数によるトリップ総量補正

PT調査データより得られる小ゾーン別の発生交通

量をコントロールトータルとして、「交通手段別詳細

ゾーン間OD表（暫定値）」のうち小ゾーンIに含まれる

250mメッシュ iの発生交通量の合計値ΣYijkがPT調査

の小ゾーンIの発生交通量ΣYIと一致するよう補正係数�

NIを計算した。補正係数によるトリップ総量の拡大推計

を行い、交通手段別の詳細ゾーン間OD�Ŷ ijkを作成した。

NI（i）=ΣYI（i）/ΣYijk

Ŷijk=NI（i）・Yijk

c） 250mメッシュ間詳細OD表の作成結果

前述の手順で高蔵寺ニュータウンにおいて作成した

250mメッシュの詳細OD表による自動車（送迎）及び

バス利用者のトリップ数分布の分析例を以下に示す。

ニュータウンの中心に位置する商業施設サンマルシェ

や高蔵寺駅への送迎交通が多いこと、バス利用者は地

域内に満遍なく分布しており、250mメッシュあたり

20～40トリップ／日程度の利用があることなどが把

握できる。PT調査データのみでは5つの小ゾーン単位

でしか捉えられなかったニュータウン内の交通手段別

のトリップ特性を、携帯電話の位置情報データと組合

せることでより詳細な解像度で把握可能であることが

示された。携帯電話の位置情報データは全国で市販さ

れており、既往のPT調査や類似の交通行動調査のデー

タと融合することで、250mメッシュの詳細な解像度
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で地域の移動特性を捉え、地域の交通サービスのリ・デ

ザインに有効活用できる。

図－2　250mメッシュ着トリップ分布：自動車（送迎）

図－3　250mメッシュ着トリップ分布：バス

（2）需要予測ツールの開発

（1）で作成した250mメッシュ間の交通手段別詳細

OD表を顕在化した選好（Revealed�Preference：以

下、RP）とみなし、新たなモビリティサービス導入時

の利用意向に関する選好意識（Stated�Preference：

以下、SP）に関する調査データと組合せてRP/SPモ

デルを構築した7）。高蔵寺ニュータウン内の現在の利

用可能交通手段は、バス、自動車（運転）、自動車（送

迎）、タクシー、自転車、徒歩であり、複雑な乗換えも

ないことから、シンプルな多項ロジットモデルを採用

した。250mメッシュ間の各交通手段のサービス水準

を作成し、加えて、起伏の大きい地域であるため、徒

歩による移動の負荷を考慮するためメッシュ間の高低

差を変数として用いた。

Uin
RP=βxin

RP+αwin
RP+εin

RP

Uin
SP=βxin

SP+γzin
SP+εin

SP

Var（εin
RP）=μ2 Var（εin

SP）

ここで、

Uin：個人nの選択肢 iに対する総効用

εin：個人nの選択肢 iに対する総効用Uinの誤差項

xin , win , zin： 個人nの選択肢 iに対する確定効用の

説明変数ベクトル（xはRPとSPで共

通の、 w, zはRPとSPそれぞれに固有

の説明変数）

α, β, γ：未知パラメーター

μ：スケールパラメーター 

作成した需要予測ツールを用い、ニュータウン内へ

の低速自動運転車両の導入影響の予測を実施した。地

域内「サンマルシェ」を含むメッシュへのトリップ需要

の推計結果及びニュータウン内各地区からのトリップ

需要を分析した結果が図－4、5であり、導入するサー

表－1　パラメーターの推定結果
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ビスの運賃等水準や既存のバス網の改変等を加味する

ことで、様々なパターンで低速自動運転車両の需要を

分析可能である。これにより必要車両数や効率的な車

両配置のシミュレーション、運賃と利用者数による収

支の想定など詳細な検討が可能となる。

高蔵寺ニュータウンでは、2019年に低速自動運転

車両の利用意向に関するSP調査を、2022年にオンデ

マンド乗合サービスの利用意向に関するSP調査を実施

しており、両サービスの需要予測ツールを開発してい

る。地域移転性等の継続研究は必要であるものの全国

各地の類似サービス導入検討への活用が可能である。

図－4　需要予測ツールによる自動運転利用トリップの予
測結果（サンマルシェを含むメッシュ着）

図－5　ニュータウン各地区からの自動運転トリップ数

●4 おわりに

本稿は、2019年度から自主研究として取り組ん

だ、新たなモビリティサービスの導入影響評価ツール

開発に関する調査研究の検討成果の報告である。開発

したツールは全国各地の新たなモビリティサービス導

入影響の予測や数値による裏付けを踏まえた地域交通

のリ・デザインに利用できる。今後、各地で進むサービ

ス導入の検討・評価に活用しつつ、地域特性による差異

等を反映しながら汎用的な需要計画ツールへと改良を

重ねていきたい。

最後に、本稿の分析結果や各種図表には、当研究所

が名古屋大学、春日井市より受託した調査業務や研究

の成果が含まれている。各種データの分析及びとりま

とめにあたり多くの助言をいただいた名古屋大学の金

森特任教授、岐阜大学の中村准教授（研究開始時点名古

屋大学所属）、春日井市都市政策課津田様をはじめとす

る関係者各位に、厚く感謝申し上げる次第である。
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